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はじめに

昭和49年以降の，わが国経済の戦後最大といわれる不況過程の中で，

林業においては，木材需要の減退，それに伴う木材価格の下落等が長期に

わたって続き，林業者はこれまで余り経験したことのないような苦境に置

かれている。このような状況のもとでは，林業に関係する多くの人々 ，す

なわち，林業経営者，林業労働者，林業関係行政担当者，研究者等がそれ

ぞれの立場において今後の日本林業の方途について根本的な検討を行なう

必要があろう。以下においてはこうした見地から，今春公表された林業白

書をよりどころにしつつ，若干の意見を述べてみることとする。

公表された50年度林業白智:の目玉商品ともいうべきものは「Ⅱ林業の

発展と林家の課題」である。林業白書においてこうした特集的記事をもう

けるようになったのは46年度からのことで，この間，外材,国有林，森林

資源，地域振興等がそれぞれの年の林業の動|句を背景として取りあげられ

てきた。50年度の「林業の発展と林家の課題」は，個別林家の次元にまで

突込んで林業経営問題を掘り下げたところが特徴といえる。もちろん，白

書は，毎年林業経営に関するチャプターをもうけて経営問題に関する叙述

にページを割いてはいるが，そこでは，過去1カ年間の動向の叙述が主体

であって，林業経営問題に包括的，かつ理論的な検討を加えることは行な

っていない。

まず，今年度の林業白書がなぜ目玉商品として林業経営問題を取りあげ

たのであろうか。白書は，安定成長指向段階において，林業を再認識しよ

うとする気運がある反面，木材需要の急減，木材価格の下落，木材関連産

業の不況等，林業経営条件は厳しいものがあり「木材価格が，かつてみら

れたような高い上昇率を示すことは予想し難いところであり，個々の林業

経営においても，新たな経済情勢のもとで，不利な条件を克服して今後に

適切に対処できるよう経営の改善に一層努力していくことが必要となって

いる｡｣(50年度『林業白書』13ページ）と述べ，さらに，森林資源改良過

程の中での林業生産活動の不活発な状態は，森林機能発揮のうえからも，

また，将来にわたって林業の担当者を維持・確保していくうえからも憂慮*林野庁企画課



されるところから，林業生産活動の直接的遂行者である「事業体の現実の

姿をより具体的に把握し適切な施策へと結びつけていくことが必要であ

る｡」（同14ページ）と述べている。

林業における経営問題は，その有する意義の大きさにもかかわらず，国

有林を別とすると，従来，その基本的検討は意外に深められていなかった

といえよう。そのようなグルンドのうえで，今年度の林業白書が，あえて

この問題に取り組まざるを得なかったことに，私は，冒頭に述べたような

林業・林家を取り巻く環境の厳しさを思わされるのである。

今年度林業白書における林業経営問題への接近は，林家の類型化を中心

として行なわれている。すなわち，林家をその所得構成によって林業主業

林家，農業主業林家，そめ他主薬林家の3つに類型化し，その各々につい

て所得構成,兼業の形態,森林資源の状況,林業生産活動,育林資金の源泉，

木材の販売形態，育林労働の性格，後継者の確保状況等を，農林省統計情

報部「林家経済調査」と林野庁「林家の林業経営意識調査」に基づいて類

比し，3つの類型の林家の位置づけ・役割を述べている。すなわち，林業

主業林家は「全体の林家のなかでその数は多くはないが，地域林業の発展

を図っていくうえでの先駆者的存在であり，新たな生産方式の導入等を地

域内において率先して実施し，多くの林家にこれらを理解．浸透させると

いう意味での指導者的立場に立つものが少なくない｡」（同'6ページ）と

し，農業主業林家は「林業主業林家が林業の先駆者的存在であるとするな

らば，農業主業林家は，近年その戸数に減少の動きがみられるが，戸数お

よび保有山林面積においてそれぞれ全林家の約5割を占めており，農山

村に定着し，農業とならんで地域の主要な産業である林業を担うものとし

て，農山村社会の安定と地域の発展のうえに大きな役割を果たす存在とし

て位置づけることができる｡」（同18ページ）

また，その他主業林家については，その内容が均質でないところから一

律の評価は与えられていないが，戸数において122万戸，面積に．おいて林

家面積全体の4割を占めるという量的な大きさから，あるいは，この類型

の一部の林家は林業主業林家的位置づけが可能であるという質的な重味か

ら.，農業主業林家とならんで今後の林業の動|句に大きな影響力を有し「し

たがって，これら林家は，自らの労働力による森林施業の活発化，分収造

林への参画，森林組合への施業委託等，その就業形態あるいは家業の特質

に応じた林業経営の場へのより糖極的な参加が期待される存在である｡」

（同19ページ）としている。

林家の類型区分に関してはこれまでにかなりの研究の積み重ねが得られ

ている。たとえば昭和43年に林野庁内に発足した林業経営問題検討会に

おいては，林業経営の現状整理のための分類基準として，生産基盤として

の林木資産の構成状況，生産活動の内容，林業生産の連続性，作業の実行

3

林家の類型化
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担い手論への接近

方式を採用し類型区分をしている。また，こうした方法論を早くから手が

けられてきた森厳夫氏は「1つの事例的な試み」として，保有山林面職

人工林率,実行した事業の3指標を取って林家を17の類型に分けている。

(農林統計協会編『日本の林業』第1章参照)。なお，林業経済研究の次元

では，企業的林業，農民的林業等の性格的な類型概念を設定して理論的な

検討を加えているものが少なくない。

ところで類型化ということは概してそれ自体として問題としての完結性

を有するものではなく，なんらかの認識に到達するためのメソドとしての

意義を有するのであるが，到達すべき認識とそのための類型化が見事に開
花結合している例は比較的少ないようである。今年度の林業白番は前述の

ような類型ごとの位置づけを行なったのち，最終的には5項目の政策的課

題，すなわち，①若年層の林業従事者の養成確保，②森林施業計画制度の
活用等による森林施業の計画化と森林資源の盤術，③普及指導体制の強

化，④森林組合の体質強化とその事業活動の充実，⑤林業資金制度の拡

充，に結びつけており，それなりの完結性を有している。ただ，今後，こ
うした課題を具体的に解決していくためには林業の担い手に関する論理を

詰めていく必要があるのである。

林業の担い手という場合，その言葉の内容は必ずしも統一的には用いら

れていない。ある場合には単なる林業の従事者の総称として用い，また，

新しい時代の要請・条件に対応して林業の発展を支え得る資格のある者と
いう意義で用い，さらに，ある場合には林業の生産力としてくみし得る者
という程度で用いられている。私が本稿で担い手という言葉を私自身のも

のとして用いる場合，上述の第3番目の内容を意味することにする。とい

うのは，私が問題にしようとしているのは，今後の私有林林業にどのよう

な類型の林家がエントリーすることができ，生産力としても期待し得るか

ということであり，第2番目の意義での担い手論を展開することではない

からである。

過去において林業の担い手論が最も積極的に展開されたのは昭和35年

10月の「林業の基本問題と基本対策」である。ここでは戦後における小

規模農民層の積極的な造林活動の存在を背景として家族経営的林業の中に

生産力の担い手としての評価を与え，椛造政策の中心をこの類型の林家に

おき，大規模経営林家に関しては主として生産政策の対象としたのであ

る。（横尾正之『解説林業の基本問題と基本対策』第2章，第3章参

照)｡．このいわゆる基本問題答申は，当時の高度経済成長高揚期の中での

林業の対応を究明したものではあるが，高度成長から安定成長への転換と

いう今日においても極めて多くの示唆を有する労作であり，林業の担い手

問題の検討の基点をこれによることも可能と思われる。担い手に関する論

議はこの基本問題答申のほか，前述の林業経営問題検討会においても重要



な問題として論議されている。本稿では林業における担い手の問題を農業

との関連から追及するという観点から，50年度腱業白替における担い手

論的記述によりながら課題への接近を図ることとする。

50年度農業白書のむすびにおいては’農業が安定成長への移行に対応す

るうえでの重要問題として，第1に，農業総生産の増大，第2に，価格政

策の充実を挙げたのち，第3として「農業生産の中核的担い手となる農家

を育成，確保し’これら膿家を中心に農業生産の組織化を推進するための

施策の強化を図ることである。／経済基調の変化に伴って農外就業機会の

増加は従来ほど期待できないと予想される。これは，とりわけ農業経営の

発展を志向するか兼業を志向するかの岐路に立ち，兼業に従事する場合に

も出かせぎや人夫日雇いなど不安定兼業が多かった中規模農家において影

響が大きく，これらの農家を中心に，農業内部で就業と所得の確保を図る

ことの必要性が高まっている。基幹男子農業専従者のいる農家の多くは中

規棋農家に属しており，基幹男子膿業専従者のいる農家の農業経営の発展

を支援することが一層重要となっている｡」（50年度『腿業白書』165ペー

ジ）と述べて担い手論に触れている。

この基幹男子農業専従者のいる農家が実態として林家のどの類型に照応

するかちみつな把握はできないが，山村。農山村において1．0～2.0ha程

度の中規模の農地を保有する農家は上位階層に属しており，山林の保有に

おいても50ha前後の規棋を想定することが常識として許されるであろ

う。林業白書は林家の性格的な類型区分は行なっているが保有規模には言

及していない。しかし，林家経済調査のサンプルが20haを下限とし，し

かも全体として上層偏きが想定されるところからみると，農業主業林家の

上層が農業における基幹男子農業専従者のいる農家（以下，中核的農家と

仮称する）に照応すると考えて差し支えないだろう。

農業において中核的担い手育成の根拠は，中核的農家は，全休として規

摸拡大の困難ななかで経営耕地規模を拡大している農家が比較的多く，農

業生産性は高く，さらに，小規模農家の農作業の外部委託傾向を背景とし

てこれらの農家からの受託により自己の経営を充実する可能性があるので

あるが’先にみたように一方において’一般経済の景気変動の中では賃労

働指向と自立経営指向との岐路に立たされている極めて不安定的位置にも

あるので，これらの農家を支援して，農業内部での所得と就労を確保し，

農業生産力として積極的に組み入れようというものであった。

林業における農業主業林家も中核的農家の上述のような状況に当面して

いると同時に，その林家の林業経営面においても同じような問題を有して

いる。

5

農業における担い手

農業主業林家上層の支援
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表経営山林における生産性の比較 農業主業林家の不安定性につい

ては林業白書も述べているよう

に，その戸数の動向からまずいえ

る。すなわち，類型ごとの林家戸

数を昭和35年と45年とにおいて

比較すると，その10年間に林業

主業林家は23％増加,農業主業林

家は15％減少，その他主業林家は

当たり(千円）｜資本額1,000円当たり(円）
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費料 ：農林省「昭和49年度林家

経済調査報告」

；林業所得＝林業粗収益一林

業経営費

採算所得＝林木蓄職増減の

評価を加えた林業粗収益一林

2.4倍となっており，農業主業林家の減少が1つの特徴として指摘され

る。その要因としては高度経済成長過程での農家の兼業化をはじめとし，

さらに一部の林家は林産物価格の高騰等を背景とした林業主業林家への上

向転化が考えられる。また，農業主業林家における森林資源の状態である

が，これは，林業白書が分析しているように人工林率および人工林に占め

る伐採可能な林分割合はともに他の類型よりも低く，林業白書が一般論と

して述べている「戦中，戦後の過伐に対処して昭和20年代後半から本格

化した造林による人工林が，今日，逐次間伐期に達しつつあるとはいえ，

これら人工林の主伐および造林を軸として林業生産の活動がより積極的に

展開できる時期までには，なおかなりの期間を要する段階にあり，総じて

我が国の森林資源はいまだ改良過程にあるといわなければならない｡」（50

年度『林業白書』14ページ）という森林資源の現段階は，戦後の造林にお

ける農民造林の比重の大きさからいえば，農業主業林家において最も的確

に該当するものと考えられる。事実，我々が戦後に活発な造林活動を展開

した農民造林地滞を訪ねるとき，農業主業林家の多くが，近年における間

伐材の売行き不振，最近におけるパルプ材の売却困難化による経営の不安

定化と，今後10年ないし15年の間を持ちこたえられれば，主伐林分も増

加し,経営も軌道に乗ることができるのだが,という言葉を漏らしているの

を経験するのである。このような不安定層たる農業主業林家のうち，相当

程度の経営基盤を保有し，経営への熱意を有すると思われる上位階層のも

のを積極的に支援し，将来の林業生産への参加を求め，中核的担い手とし

て措定することは，農業における担い手論の論理と共通するものであり，

また，農業と林業とが一体となっている山村・農山村における農林家の現

実的な要請への対応ということができるであろう。

さらに農業主業林家の生産性について検討しておこう。この険討に厳密

に耐え得る統計資料は直ちに求めることができないので，一応49年度林

家経済調査によって山林経営階層別の生産性をみると，表のごとくであ

る。

この表を理解するにはいくつかの前提が必要であろう。すなわち，所得

を単純に林業所得で判断するか，林木成長価を加えた採算所得で判断する

かということ，また，資本額当たりの所得については，大規模経営ほど所

有山林が奥地に存在するので資本額は多くなり単位当たり所得額は経営規

注

業経営饗



模が大きくなるほど小さくなるのは当然であるということ等あるので，極

めて控え目に読んだとしても，この表に示されている3つの階層間におい

ては20～50ha層の生産性がそれ以上の階層より劣っているとは考えられ

ない。（ここでは20ha以下層の経営については触れない）した力きって,農

業主業林家上層の保有規模を50ha前後と考えるならば，生産力の担い手

としての適確性において，この類型の林家が林業主業林家に対して著しく

劣るものとは考えられないのである。

以上のように，林業白書の提示した林家類型を担い手論を念頭に置きつ

つ読み込むとすれば，農業における中核的担い手育成との関連を前提とし

て,第1には,整備途上にあるといわれる森林資源構成の状況から，第2に

は，わが国林業生産力の担い手としての適確性から，農業主業林家上層を

支援する施策推進の重要性が結論しえるのであり,111村・農山村における
●●●●●●

中核的農林家の確立こそ期待されるべきであるといえる。

ただ，このことは他の類型に対する施策を軽視して良いということでは

もちろんない。すなわち，林業主業林家に関しては，かつての基本問題答

がいうように，生産力向_このための一般的施策に重点が置かれなければな

らないと思うし,農業主業林家の小規模層,その他主業林家の小規模層等は

「合理的な森林施業を行なううえで森林組合への作業委託等の活用を図っ

ていくことが適切な場合も少なくない｡」（50年度『林業白書』25ページ）

という林業白書の政策的課題での発言を配慮すべきであろう。また，林業

施策一般に関していえば，今日，安定成長移行過程における林業経営の困

難条件として最も大きいものが，需要の減退に伴う木材価格の下落という

ことであるとするならば，木材価格安定対策が過去における高騰時とは違

った形で展開される必要があろう。森林に対する公益的機能の高度発揮が

社会的要請となっている今日，公共事業，構造改善事業等を通じての生産

力，生産性の向上ということのほかに，個別林家の経営を，基本的に左右

する木材価格（立木価格）に対する施策を推進することは林家の経営改

善，経営意欲向上に大きくプラスするであろう。ちなみに，農業において

は，先にも述べたように安定成長に対応するための課題として，価格政策

の充実をうたっており，農産物と林産物における生産幟造の相違，価格変

動パターンの相違等があったにしても，1次産業の担い手としての農林家

の安定の意味において，上述のような関心をより深める必要があることを

付け加えたい。

50年度林業白書によりながら，全く私的な立場から腿業主業林家をI:II

心としたコメントを行なったのであるが，資料的検討の不完全性等，難点

は極めて多く，タタキ台としての役割を期待した次第である｡、＜了＞

7

中核的農林家の確立
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森林の状態と表面侵食 村井

シ〈に地被物の効果について

森林の侵食防止のための働き

森林と土壌侵食との関係については，すでに国

内外においてかなりの実験調査が行なわれ，その

多くの面について解明されたといっても過言では

ない。すなわち，現象面からみると森林はその樹

冠，地被物（地床植生，落葉落枝）によって雨滴

の衝撃力を減少させ，土壌粒子の分散を防止する

ことがまずあげられよう。また，落葉や落枝，地

床植生，根株が地表流下水の速度を遅くし，土の

粒子を削ったり運搬したりする力を制御する。さ

らに，森林は土壊の耐水性団粒構造を発達させる

とともに，樹木や地床植生の根系は表胴土壌を緊

縛して分散を防止する。このほか樹冠，落葉や落

枝などの働きによって，表土の異常乾燥を防ぎ，

寒冷な地域では土壊の凍融を緩和し，職雪地域で

は積雪の活動量を少なくして，侵食力を低下させ

る。このように，森林による表面侵食防止のため

の主な作用は，表土の粒子を分散させず，土粒を

運搬するエネルギーを減殺することであって，こ

れには地被物が重要な役割を果たしている。

地表のかく乱されない成林地においては，通常

は侵食が発生せず，したがって流出土砂もほとん

ど認められないのが現実である。しかし，例外的

には急傾斜地に成立したヒバ，ヒノキやヤマハン

ノキなどの一斉林では，地被物が乏しいために表

而侵食がみられることがある。明白な形で侵食が

発生するのは，立木が伐採され何らかの原因で落

葉層や地床植生が失われた場合である。地表か

？二●

く乱の影響は表土が固結したり，泥ねい化した場

合に強く反映し，水みちを形成し侵食を激化す

る。

ここでは立木の伐採搬出，林野火災，林内放牧

などによる森林の地表かく乱が表面侵食に及ぼす

影響の調査結果と落葉の樹種別・被覆量別に比較

した室内侵食実験の結果を中心に，地被物の効果

を明らかにするとともに，表面侵食防止にのぞま

しい森林の取扱いについて若干ふれてみたい。

伐採搬出などによる地表かく乱の影響

山地を林業経営の場としたとき，流域内の森林

の一部または全部が伐採されることは，至極当然

なことである。しかし，伐採されることによって

それまで森林が保持してきた侵食防止機能に少な

からぬ影響をあたえる事実がある。その影響の程

度は，自然立地条件によって，また，伐採の規棋

や搬出の方法などによって，差異がみられるよう

である。伐採搬出による林地からの土砂流出を知

るために，好摩実験林(岩手県下)のカラマツ壮齢

林を対象に，伐採種や地表処理をかえて固定流下

区によって観測を行なった。この結果（3カ年の

平均）は表・1のとおりである。間伐区とは無処

理区の幹断面積合計の1/2を伐採した状態であり，

また，皆伐（地表露出）区とは皆伐跡地被物を常

時剥脱し表土を露出した状態である。伐採木の搬

出は人力によって林外に引き出したので，地床の

かく乱は少なく，地表露出区以外は地被物が温存

されている。
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表･1伐採・地表処理別の各流下区からの流出土砂量

（好摩）

表･2放牧処理別の地被物の被度と軍墨

(平笠）

月

(""両‘9）
理

一一休息地
重度

～

地被物

調査区放牧処

－1禁牧|軽度
量
１
多
０
０
７
５
０
３
３
２

く
、
４
ａ
ｑ
ｑ
ａ
ａ
ａ
２

Ｏ
則
、
７
８
６
哩
瓢
蝿
９
６

降
／
Ｉ

８
６
８
？
》
５
。
Ｕ
８
６

■
■
■
●
・
Ｃ
Ｇ
｝

０
３
２
３
７
５
７
０

４
８
８
１
５
５
１

７
６
１
８
０
２

，
９
９
↑

２
８
３
３
１

４
５
６
７
８
９
０
１
１
１

７
９
９
２
７
７
４
今
６

，
・
●
や
●
、
①
。

０
１
５
３
２
２
一
Ｊ
０

１

６
９
７
８
８
１
４
６

●
■
●
■
由
●
●
二

０
３
７
２
９
８
８
５

勺
■
ｖ
○
勺
８
ふ

0．8

5．0

3．7

5‘2

9．7

11．8

1．9

1－8

地床植被率（％）

地床植物現存量(g/m2)

落葉層の被度（％）

落葉層の現存量(g/m2)

落葉層の平均厚さ(cm)

全燃よび遺体)(影）
全被覆重蹴（同）（％）

１
１

92．8

31.0

100.0

774．0

2．3

100．0

■
申
■
。
。
●
●

５
０
５
６
１
７
６

８
３
９
４
Ｑ
７

１

５
６

Ｏ
草
０
２

９
０
６
０
０
７
０

●
●
■
●
●
●
。

２
６
８
０
１
５
６

８
８
８
９
９
７

３
４

53．8

58．0

10．0

241－00

ｌ
Ｉ
４
４
１
１
Ｉ
１
１
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
Ｉ
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

５
８
０

－

８
０
●
１

８
９
５
９２’1,.'5｡｜(％）28,750,63鼠!｜“.，，，‘計874.0

（注）流出土砂量は絶乾戴で示した

これによると皆伐（地表露出）区以外，流出土

砂は僅少であった。すなわち，間伐，皆伐を問わ

ず林床が破壊されない限り，立木を除去しただけ

では地表侵食は発達せず，したがって流出土砂が

ほとんどない。しかし，地剥ぎすると流出土砂は

急激に増大し，3カ年平均で30ton/ha(乾重）

近くに達している。この値は川口（1948）が岡山

県下のアカマツ林で行なった皆伐（伐根掘取）区

の流出土砂量と近似している。

近年急速に普及したトラクター集材は，林地の

地表かく乱に関連をもち，傾斜がきついほどそれ

が顕著となる。岩手県下の四日市民有林の約2ha

のアカマツ林皆伐跡地と田山国有林の約4haのブ

ナ林皆伐跡地のトラクター集材跡の小流域を対象

に，地表侵食と土砂流出状況を調査した。地表の

かく乱程度別に区分してみると，地被物がほとん

ど失われた重度区が全面積の15％前後，作業道と

その周辺が5％程度になることがわかった。年間

侵食深は作業道の路面で25mnl,重度区で11Inm

に達し，また，全流域からの流出土砂量は搬出後

1～2年は0.5ton/ha(乾重）を越えた。地被物

のそう失とともにキャタピラの転圧荷重や全幹材

による地すりによる表土の物理性の低下は，地表

侵食を加速化させる素因となっている。

林野火災は，貴重な森林資源に多大の被害を与

えることは周知の事実であるが，同時に生産基盤

である林地に対しても少なからぬ影響をあたえ，

(注）植物および潅購層の重蹴は資蝿実で示した

地表侵食など二次的な被害を誘発する。Kram-

mes(1960)が南カリフォルニアの林野火災跡地を

調査した結果，火の入らなかった林地にくらべて

]､年後に流出土砂量は，およそ10倍に増加した

ことを明らかにしている。昭和“年5月に岩手

県北で大規模林野火災が発生したが，この場所で

表土の侵食状況を調査したところ，つぎのような

結果が得られた。すなわち，固定流下区によって

被災後当年中に流出した土砂髄を測定したとこ

ろ，激じん被災の皆伐跡地で3.5ton/ha(乾重),

軽微被災のアカマツ幼齢造林地で0.2ton/haであ

った。前者は地被物は完全に消失し，表土の一部

も灰褐色となり燃焼していた。後者では被災直後

に大半の地被物が燃焼したが，樹冠部に火が達し

ていなかったので，以後の落葉によって地表がか

なり被覆された。地表が露出し極端に乾燥した場

合に，著しい阻水性を呈するので，土壌の受食性

はいちだんと増加する。このことは地被物のそう

失とともに，表面侵食を加速化する素因となって

いる。

同一流域内にある被災強度の異なった各地区の

傾斜30.前後の斜面に固定杭を多数設置し，その

位置別の地表侵食深を測定したところ，激じん区

は最大で年間34mm,中度区で11Xmn,軽微区で

2mmであった。また，全体的に斜面_上部は風衝

面となるため風食による損失深も加わって，侵食

深はとくに大きかった。地被物がなくなると表土
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が乾燥するとともに分散し，風や水の侵食営力に

対して著しく抵抗力を失っていることが観察され

た。

無計画な過放牧は古くから土地荒廃の誘因とな

ると考えられており，事実，いままで長期にわた

って利用されてきた放牧共用林野（北上山系）の

一部に，侵食地を散見することができる。放牧が

適度に計画的になされた場合でも，土地条件に無

視できない影響をあたえることは確かである。平

笠混牧林試験地（岩手県下）において，4年間の

規制された放牧終了後に地被物の調査を行なっ

た。対象地は5～10.の緩斜地に成立した7年生

のカラマツ林である。表･2に示した結果による

と,地床植生や落葉層などの被覆率とその重量

は，放牧区は禁牧区にくらべて大幅に減少し，と

くに地被物の重鼠は重度放牧区において顕著であ

った。家畜の踏圧が主因となった裸地は，水飲

場,休息地,通路など行動ひん度の高い場所である

が，これを牧区面積に対して示すと0.2～0.3影に

すぎない。しかし，このような場所は浸透能が50

mm/hr以下で，豪雨の際に水みちとなって軽い

表面侵食がみられた。この場所は傾斜がゆるく，

しかも放牧は無理のない程度であって，侵食が加

速的に進むようなことはなかったが，放牧によっ

て地被物が減少し林地のもつ土地保全機能が低下

したことは明らかである。

落葉の種類および被覆量と侵食防止効果

ある礎度の地被物があれば，地表侵食はまず発

生しないし,また,地被物の中では落葉の効果がと

くに大きいようである。果たしてどの程度の量が

あれば安全なのか，また，それが樹種によって差

異があるのかなどを知るために，室内侵食実験を

行なった｡実験装置は特製の雨滴発生装置と可変

傾斜式流下区を用いた。プロットの大きさは幅と

深さが0.5m,斜面長1.5m,傾斜角25。とした。

また，供試土壌は微砂質壌土（岩手山火山灰）で

ある。落葉の種類はアカマツ，カラマツ，広葉樹

(コナラ，サクラ)で，主としてF層を用いた。被

覆量は乾重で0.1～1.6kg/m2(厚さは約0.4～5

cm)を5段階に区分した。最少量でも地表面は

95％程度カバーされる状態であった。なお，降

雨強度は15～120mm/hrの範囲内で,5段階に変

化させ，また，1回の降雨期間は1時間とした。

この実験の結果は図・1に示したとおりである

が，各樹種とも降雨強度の増大にともなって流出

土砂量が増加していくことは確実である。また，

無被覆の裸地にくらべて有被覆区は流出土砂量が

少ないことも明らかである。葉が細く地表にち密

にたい稜するカラマツが比較的耐食性が高いよう

にみられるが，それほどはっきりしたものではな

い。被擾獄との関係をみると,各樹種とも0.1kg/



m2(厚さ約0.4cm,ほぼ全面を疎に覆う状態）で

は，かなりの量の流出土砂量が発生している。し

かし，この2倍の0.2kg/m2ともなれば，これが

急激に減少していることがわかる。

表面侵食を防止するために，林地には落葉がど

の程度たい積させておかなければならないかとい

うことに対し，この実験の結果はつぎのようなこ

とを示唆することができよう。すなわち，現実に

発生する最大の降雨強度を100mm/hrとして,流

出土砂量を0.1ton/ha(1時間積算）以下におさ

えるためには，カラマツや落葉広葉樹の場合には

0.2kg/m3(厚さ約0.8cm)以上,アカマツで0.4

kg/m2(厚さ約1.5cm)以上が欲しいということ

である。Trimble(1956)らの報告によると，蒸

発防止や侵食防止のために必要な地被物の厚さ

は,1/2インチ(約1.3cm)程度あれば十分である

と述べているが，上記の実験結果とほぼ一致して

いる。

侵食防止にのぞましい森林の取扱い

表面侵食防止にのぞましい森林とは，一定の厚

さの落葉層が常に保持され，地床植生や樹冠が

いっしょになって地表を覆い，裸地面の存在しな

い状態を指している。樹種による侵食防止効果の

差異はそれほどはっきりしたものではないとして

も，ヒノキ，ヒバのように落葉が細片に分解しや

すく，その堆積物が流水に対して不安定な状態で

は，むしろ林冠を疎開し地床植生の侵入を図るこ

とがのぞましい。このような観点からすれば，下

草が入りやすく落葉層の堆積しやすい高齢級のブ

ナなどの落葉広葉樹林は，地表侵食防止上高い働

きをもっていると考えてよい。このような森林の

表土には，細根が密に発達し生物孔や腐植根跡な

ども多いので，浸透能も高いから侵食営力となる

地表流下も起きがたい。

侵食防止機能の高い森林であっても，その取扱

いが悪ければ土砂の移動を防ぐことができない。

その端的な状態としては前述した過放牧，火災な

どであり，場合によっては立木の伐採搬出もその

状態をつくる。ともかく落葉層や地床植生を温存

11

し繁茂させるよう，換言すれば裸地を作らないよ

うに人為的にでも努力すべきである。発生した裸

地が侵食に結びつくかどうかは，その場所の気象

条件や土壌の受食性に支配されるが，傾斜地にお

いては連続的な裸地面をつくらないようにしなけ

ればならない。裸地率は5％，地被物は厚さ1．5

cm(乾重で0.5kg/m3)を保全上の限界指標とし

て，これを上匝|るような林地を保続したいもので

ある。

一度裸地化した部分に対して，できるだけ速や

かに何等かの方法で被覆する必要がある。皆伐ト

ラクター集伐跡では，とくに作業道が侵食道にな

りやすいが，集水をできるだけ分散させる措置と

ともに，裸地面を何等かの方法で被覆することが

のぞましい。伐採搬出が完了後，作業道は放置さ

れるが，試みに路面を枝条散布と草生緑化によっ

て波覆処理をしてみた。この場所は平笠国有林

（岩手県下）で，アカマツ天然林皆伐直後の場所

であり，傾斜20･のやや硬化した裸地而である。

固定流下区によって無処理裸地区を対照に，年流

出土砂量を測定したところ，図･2に示すような

結果が得られた。これによると艇処理区は11．5

ton/ha(乾重）であったのに対し，枝条被覆区，

牧草実播区ともその10％に満たなかった。このよ

うに上記の2種の保全処理とも100Ixl/m2弱の経

費を要したが，侵食防止の面で有効なことがわか

った。特別な施工まで至らずとも，伐採枝条は裸

地面に散布する程度の善後策をのぞみたい。

林地を侵食した土砂は下流に流去し，洪水時の

被害を大きくするが，多くの場合有機質を含む肥

よくな表土が失なわれることになるので，地力維

持のためにも侵食防止に留意しなければならな

い。表面侵食は初期において微々たるものに見え

るが，徐々に加速化し溝状形状に移行し，長期間

の積算では111崩れに劣らない土最に達することも

ある。山崩れと異なって表面侵食は人為によって

比較的おさえやすいので，危険地帯における森林

の取扱いには慎重を期したいものである。

（むらいひろし・林試東北支場）
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田上山の荒廃と復旧

はじめに

田上山（タナカミヤマ）は瀬田川の左支川大戸

川流域に属する面積約16km3の太神山．笹間岳

の峰を含む風化花崗岩の山地であり，この地質に

特有な集団的禿緒地が奇観を呈しているところか

ら湖南アルプスとも呼ばれている。

この田上山の明治初期における荒廃の状況を当

時の資料は「…..,栗田郡上下田上両村ノ内里，俗

二田上l.b卜称スル山嶽ノ如キハ南北一里半，東西

一里余二渉ル間ハ，砂防工施行前二在テハ，一体

濯々トシテ緒クー点ノ緑色ヲ視サリシナリ……」

と述べている。この状況は戦後においてさえ転勤

によって夜中にこの地に赴任した職員をして「昨

夜は雪が降ったのか？」と勘違いせしめるほどで

あった｡しかし万葉集巻第一50番に収められた藤
あふみ

原宮の役民の作る歌には「いわばしる近江の国
ころもでたなかみやままきひ

の衣手の田上山の真木さく桧のつまでを
やそうじかわた室も

もののふの八十宇治川に玉藻なす浮べ流せ

れ」とあって往古はヒノキ･スギ・カシなどのう

っそうと茂る一大美林であったことが立証されて

いる。

本文の内容はこの約1200年にわたる時間経過

の中で荒廃の原因や荒廃に起因して発生した土砂

害の実態および土砂防止の立場から先人が山地の

緑化回復をどのように考え実行してきたかの概略

を紹介するものである。

田上山の荒廃の原因

淀川の水源山地における禿赫･荒廃の原因は豪

雨による山津波の発生，地震による崩壊，木材需

貴重な経馬釦〕伝萄看を願って

橋本明

要の墹加および農村の不況による濫伐，戦国以来

溌内に頻発した兵せん，陶土の濫掘によるもの等

に大別される。

田上山の荒廃の原因について考えてみるとこれ

は全く人為によるものといって過言になるまい。

奈良朝時代すでにこの山の良材を使って藤原宮が

造営されたことは述べたが,ほかにも石山寺(762，

大津市)，園城寺（859，大津市）等の有名な社寺

へ建築用材を供給していたことが記録によって明

らかにされている。

さて仏教渡来後，にわかに盛んとなった宏荘な

宮殿・堂宇の建立のために四通八達の淀川を利用

して奈良・京都へ大量の木材を供給したのは田上

山だけの特殊な事情でなかったことは言うまでも

ない。正倉院文書によると野洲川流域の甲賀山か

ら伐りだされた木材は筏流しによって野洲川を下

り琵琶湖を経由して瀬田川に入りこれを下り巨椋

池に至ってここから木津川を遡って木津町付近

（木津の地名は木材を扱う港であったことに由

来）で陸上げきれ奈良坂を越えて奈良へ搬入され

たことがわかる（762)。

以上が古記録に散見された田上山の荒廃の原因

である。原因の全貌を考察する場合は当然もうひ

とつの側面，すなわち記録にあらわれにくい人間

活動が与えた影響力についても，検討されなけれ

ばならない。

寛文6年（1666）江戸幕府は治水上の目的から

諸国山川徒を発布し農民に草木の根の採掘を禁止

し山々に植林を命じていたことを考えて，ここで
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は農業の山野の荒廃に与えた影響力について考察

する。

わが国における農業は田畑の肥料として主に山

野の肥灰・刈敷･厩肥に依存しており，この状態

がかなり広い範囲に今世紀初頭まで続いていたこ

とは識者の指摘するところである。田上山は地理

的にみて人里にごく近いところに位置しており古

くから上田上・下、上・瀬田．南郷の各地に居住

する多くの農民によって里山として広く利用され

たに違いない。一方，林内の地表面を被覆してい

る落葉・落枝の採取や草根の掘取は，田上1I1の場

合は地塊が風化花崗岩によって構成されているの

で，単に地力の減退を招くに止まらず裸地化した

地表面では直ちに激しい表面侵食作用が始まり，

その結果降雨のたびに大量の土砂を~ド流域へ流亡

させる原因となる。厄介なことにはいったん裸地

化した風化花崗岩の地表面は自然力による緑の復

元がほとんど望めない。大戸川沿岸に多発した土

砂害の悲惨さを考えると田上山に立入った農民が

その原因について無知であったとは到底考えられ

ない。生きんがための切迫した事情をもった多く

の農民によって長い間田上山では過度な収奪的行

為が操返されてきたことだろう。

以上，田上山荒廃の主要原因について述べた。

土砂害の実態

ここでは田上山の広大な禿潴地が供給する土砂

量およびこれに起因して発生した土砂害の実態に

ついて説明する。

建設省琵琶湖工事事務所では田上山の禿潴地と

成林地内にそれぞれ試験地を設けて両者の表面侵

食作用による土砂量を測定している。その結果禿

緒地では年平均3,600ms/km2,成林地ではわず

か18m8/km3の土砂が生産されていることがわ

かった。

この数字を使って田上山全域の土砂量を推定す

ると裸地率が80影の場合約4.5万m3,60%の場

合約3.6万Xn3となる。

一方，大戸川・瀬田川合流点の堆積土砂量は竣

諜工事記録によると年間6万In8とあるので_上記

の推定量は妥当であろう。
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(利根川と淀川､小出博)から
作成されたもの

田上山で生産された土砂はまずこの山に源を発

する宮川・天神川等の小河川から大戸川へ運ばれ

宇治川．淀川本川を通って大阪湾に至るが途中の

各所でさまざまな災害を惹起している。

宮川・天神川は盆地部に出て極端な天井川とな

っており，そのため道路は河床の下をトンネルに

よって横断している。

大戸川では慢性的な河床上昇の原因となってい

る。その結果流水は伏流・乱流となって治水．利

水の両面にわたって損失を与えている。大津市中

野．常念寺の記録から現在の中野・芝原両部落は

宝永5年(1708)の洪水による被災によって場所を

高台に移し復興されたものであることがわかるo

田上山の荒廃が彦根・米原の農民を困らせたと

聞かされて首をかしげる人も少なくなかろう。そ

の訳は湖水の排水を受持つ瀬田川力間大戸川との合

流点に大量の土砂を堆積させて疎通力を減じ，大

雨による高い湖水位の低下を遅らせたからであ

る。沿湖農民の懇請によって瀬田川を本格的に竣

喋したのは寛文10年（1670）のことであった。
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の展開について略述する。

森林の砂防的機能に基づいてとられた最

古の行政措置は大同元年(806)の大井山河

岸の伐採禁止である。（火ﾒ|:|||・現在の嵐

lli)

その後律令体制から荘|劇体制へと進展す

るにつれて，土砂害への対応は国家的事業

としての性格を失い，結局直接の被害者と

なる農民自身の運営に委ねられた。しかし

1600年代の幕藩体制の安定期に入ると治水

1f業は支配体制維持の手段に使われはじ

め，その結果再び上級権力の監督下に瞳か

れるようになった。

幕府が淀川流域で実施した溌初の土砂害

対策は諸国山川徒（1666）であるがその内

容についてはすでに記述した。

雑府はまた天和3年（1683)，淀川流域

に発生した水害について河村瑞賢に治水の

方策を建てさせている。献錐では水源地淵

の土砂留を含めて4万両が必要とされたが

蕪府は2万両で急務とされる下流の修復を

行なうに止めた。しかし土砂留については

その必要性を認めて1684年畿内7国の山

酉＝ﾛーーーー一一

巳

笹間岳頂上付近の施工直後(明治41年一写真下)と現在の比較[田林作業を禁止し京都・大阪両奉行に土砂留

篭黒即鰡豐薔縦写締燃託擢踊鱸与力を麓いて水源地帯における砂防工事の
川が合流している 実施を農民に督令している。

宇治川では塔の島の拡大から河床上昇ぶりがうU1治元年（1868）には早くも淀川改修を目的と

かがえる。塔の島は宝塔建設の些礎として造成さする治河使が設置され，同4年に砂防法五箇条が

れ当初(1286)幅7間，長さ40間であったが明治出され，同6年には淀川水源砂防法が定められ京

初年には幅40間，長さ100間に拡大していた。都・大阪・奈良・堺E滋賀・三重の各県にこれを

淀川本川では桂川・木津川の水源地帯から運ば守らせた。

れてきた土砂と合流して河床を上昇させ舟連維明治政府の治水事業に対する考え方は明治8年

持・内水排除の障害となった。このため川ざらえに内務省が作成した堤防法案によく表わされてい

が常時行なわれたことは30石船の風俗を描いたる。これによると，治水工事は予防の工と防御の

「淀川両岸一覧」の桂木の項を見るとわかる。工に大別され，予防の工すなわち砂防工事と低水

大阪湾では大量の流砂のために遠浅が伸長し諸‘工事は政府が施行し，防御の工すなわち高水工事

国から入港する船舶の碇泊点は沖へ沖へと押しやは地方庁が行なうこととしている。直轄事業によ

られていった。る淀川修築工事(1874)，淀川上流砂防工事(1878）

淀川流域における砂防事業の展開の開始はこのような考え方にもとづくものであっ

ここでは田上山を含む淀川流域全休の砂防事業た。



淀川上流砂防は瀬田川・野洲川・草津川・木津

川・桂川・淀川本川の各流域で広範囲に実施され

た。資料によると明治初年淀川流域には約130

km2の裸地が存在していたという。これに対して

大正11年度までの45年間に施行した山腹工事の

面職は約37kmgに及んでいる。

現在，淀川流域における直轄砂防事業は瀬田川

砂防，木津川砂防の2事業のみとなったが両事業

に占める山腹工事の重みは変わらない。

山腹工法の技術的進歩

井_上清太郎著「砂防工大意」によれば山腹工法

の沿革は3期に区分されるという。すなわち第一

期は貞享年間（1684～1687）から明治初年まで，

第二期は明治初年から同29年（1896）まで，第

三期は同30年から現在（1925年ころ）までとな

る。

貞享年間に旧法の始まりが与えられているのは

河村瑞賢が11工種について図解して示した事実

を指すものであろう。これらは特に新規の工法を

はじめたのではなく，旧来の仕来たりを図にした

だけである。

第二期ではデレーケが旧法を土台にして粗朶を

多用した約20種のいわゆるデレーケエ法を考案

して日本人技術者を指導し実地に使わせている。

しかし，いずれも顕著な効果をあげることなく消

滅している。

節三期に至ってやっと花崗岩I_ll地の斜面緑化に

有効な工法を確立している。すなわち山脚部には

石職工を配して基礎を固め，これより上部の斜面

には稜苗工・わら積苗工・筋工などを適宜施工す

るやり方で現在もほぼ同様である。小段にはヒメ

ヤシ･I'ブシとクロマツが2:1の割合で混植され

る。

職苗工は京都府の属官市川義方氏によって考案

されたものであり，ヒメヤシャブシの使用は滋賀

県愛知郡秦荘町の西川作兵氏によって推奨された

ものである。莫大な本数の苗木の需要に応じるた

め各地に苗圃がつくられた。有名な甲西町岩根村

の苗木栽培がはじまったのもこの時である。

最近の技術的進歩は砂防植栽木の衰退現象を科

15

学的手法を用いて調査。解明し保育作業に一定の

規準を与えたことであろう。保育作業は山腹工事

施行後約10年くらいを境にして保育A作業，保

育B作業に分けられている。

A作業では3～5年ごとに肥料散布を行ない，

また状況に応じてクロマツのヒメヤシャブシによ

る被圧現象を取除くために枝落しが行なわれる。

B作業では持続的効果を考慮した対策が行なわ

れる。すなわちクロマツの根元付近を30～60cm

程度床掘りし土壌の硬さによって伸長を阻まれた

根の生活圏の拡大をはかるとともに謎分として固

形肥料とわらの投与が行なわれる。

B作業を実施して約10年経過したが現在まで

のところ良好な成績を得ている。しかし持続的効

果がこの先なん年くらい保たれるかについてはわ

からない。

、おわりに

｜到上l11における復旧工事の進渉状況は新規工事

を要する箇所60ha,施行済みまたは施行中の箇所

1,470haとなっている。ただし1,470haの内訳は

今後保育作業を要するもの210ha,監視を要する

もの490haであり完工に至るまでまだ時間がかか

りそうである。

時間がかかるといえば一昨年は淀川流域でデレ

ーケの指導によって近代的な改修工事に着手して

以来ちょうど100年目に当たり建設省，国土庁，

流域関係府県が中心になり各地で市民の参加を得

ていろいろな記念行事が催された。

IB上I1Iでは「淀川100年記念の森」が造成され

ここで地元小学生350人の参加を得て記念植樹祭

を催したり，記念碑「砂防百年」（銘は石山寺座

主）を建立したりして田上山の緑の復元に従事し

た先人の偉業を後世に伝えることにした。

駿後にこの文章を書くにあたって淀川百年史

（1974,建設省近畿地方建設局編集発行)，武居有

恒教授の論文「砂防事業のなりたち」（1974,水

利科学No99)を使わせていただいたことを付

記しておわりとする。

（はしもとあきら・国立防災科学技術センター

風水害防災研究室長）
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1．この事業のねらい

（1）新しい林業地帯の育成

民有林の森林資源の現状をみると，人工林面秋は約

700万haと，国が定めた森林資源に関する長期計画であ

る「森林資源基本計画」（昭和48年2月閣議決定）の目

標人工林面積に対して約7割の人工林化を達成している

が，その内容をみると林齢20年生以~ドが約8割を占

め，まだほとんどの森林が保育過程にあるといってよ

い。これは，いうまでもなく，戦後一貫して木材需要が

増大するとともに薪炭需要の減少によって用材林への転

換が積極的に進められ拡大造林が急速に進んだことによ

るものであり，現在においては，幼齢ないし若齢級株分

を大量にかかえた林業地帯が全国各地において広く見ら

れるように瓶った。こういった大量の幼齢の人工林をか

かえている新しい林業地帯は，将来においては，吉野・

天竜等の有名林業地帯に匹敵するほどの林業地になると

期待されるが，現状においてば，まだ主伐できる人工林

が少なく，主伐収入が少ない中で保育のための投資を余

儀なくされ，いわゆる林業的端境期にきているものが多

い。また，これら地帯は人工林の多くが間伐適期に達し

ており，今後さらに間伐対象林分の増大が見込まれてい

るが，労働力碓保の困難性に加えて間伐材の売行不振，

林道，作業路等の未整備によって間伐の実行も思うよう

に進まないという状況下に置かれている。

‘しかしながら,このよう愈厳しい条件-ドにあっても，
鈴これら林業地において，市町村，森林組合関係者，林業
経営者等を中心として,新しい林業地帯にふさわしく，

賞若々しいｴﾈﾙギーをもって,林業を主体として地域の
振興を図らんとする意欲的な試みが続けられているのも

事実である。この事業のねらいの一つとして，こういっ

た将来的に発展の可能性のある林業地帯の中で林業を中

心として山村地域の発展を図ろうとする地域をその特性

に応じてきめの細かい施策を展開することにより，その

育成整備を図ってゆこうとするものである。

（2）計画的な森林施業と総合施業の推進

林家の零細，個別分散的な所有構造を克服し，効率的

な森林施業を推進するためには，地域における森林施業

（造林，保育，伐採等）を林家の協業により団地的に展

開することとあわせて林道，作業路を一体的に整術する

ことが重要であり，こういった計画的な施業を確保する

ためには，森林法18条にいう団地共同燕林施業計画制

度の活用を図ってゆくことが適切であると考えられる。

この団地共同森林施業計画制度は，中小規模層における

霊
中
核
林

興
躍
溶
解業
振
興
地
域
育
成
特
別
対
策
事
業
に
つ
い
て

幸

ド

はじめに

昭和51年度林野庁予算の目玉の一つである中核林業

振興地域育成特別対策事業（以下「事業」という）につ

いて，その具体的な方針が定まったので，以下，簡単に

この事業が何をねらっているのかということも含めて，

その概要を述べてみたい。

この事業は，将来にわたって，林業が地域全体の発展

の中核的役割を担うと見込まれる優良な林業地帯を指定

し，指定した地域については，林業生産基盤の整備，林

業経営改善合理化対策，林産物の生産流通対策，労働力

の定蒋化および安全衛生対策等各種諸施策を総合的，計

画的に実施して，地域ぐるみの林業の振興を図ろうとす

る事業である。まず，この聯業のねらいから述べてみた

い。
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施業の効率化，協業の推進を図るために’中小規核の森

林所有者がその所有する森林の全部または一部について

団地的に取りまとめ森林施薬計、を作成するというもの

で，昭和49年5月の「森林法」の一部改正によって発

足したものであり，合理的な森林施薬の実行確保がこの

ilil1度の特色である。この事業の目玉の一つとして’団地

的にまとまりのある地域について団地共同施業計画を樹

てさせ，造林，保育，間伐，主伐等を鳶1･画的，組織的に

推進する総合施業団地の設定である。そして，この総合

施業団地を中心として，林道，作業通，林産物の集出荷

施設の腿伽を図り，あわせて造林，保育について補助率

の実質的アップ等の優遇措置を識じることとしており’

こういったことを通じて計画的施業の硴保を図ることと

している。

また，この事業の特色の一つとして，単独のメニュー

を持たず，林野の各種事業を総合的，体系的に推進し，

各事業梢互間の有橇的関連性を強めることによって，各

事業総体としての効果の向上を図ることを挫本的なねら

いとしている。これは，従来ともすれば，林野の各種施

策を市町村段階で受け入れるにあたって，体系的に盤序

して計画的に実施されるという点について必ずしも十分

でなかったという反省に立っているわけであり，このた

め市町村長自身が自ら考え，効率的に事業を推進し林業

の振興を図りうるような計画を樹てさせることとしてい

る。そして，この計画が円滑に推進されるよう国は’造

林，林道等林野公共事業の計画的，集中的配分，各種担

い手対策への配慮等を行なうこととしている。

2．事業の概要

（1）対象地域

この事業の対象地域は，森林面職，人工林率，若齢級

林分の割合，林家戸数，林業従事者数，木材生産最等が

一定水準以上であって，将来にわたって林業を振興する

ことにより地域全体の発展の中核的役割を担うと見込ま

れる地域に指定することとしており，昭和51年度にお

いては別表に掲げるとおり，34県40地域について指定

を予定している。なお，全体計画としては’5カ年で

200地域の指定を梢想している。

（2）事業の実施

この事業は，まず都道府県知駆が中核林業振興地域育

成についての基本方針を定め，この基本方針に即して市

町村長が中核林業振興地域整備計画を作成し，国はこの

整備計画に基づいて事業の実施が円滑に行なわれるよう

林野公共事業の計画的，集中的配分および優遇措置を識

昭和51年度中核林業振興（予定）地域一覧表

県

北海通

地域数
一

2

市町村名（）内がl地域

(墹諦市，風連町，下川町）（美幌町,#|kMII町，

女満別111J．）

(田子町）

(大東町，室根村）

(鞭和町，志津川町，津111町，登米町）

(五城目町）

(淵海町）

(棚倉町，鮫川村，塙町，矢祭町）

(鹿沼'ii)

(上隣村,1I'里村，万場町，鬼石町，藤岡市）

(山北町，朝日村）

(氷見11丁）

(輸烏市，穴水IIU,柳山村，能都町）

(名田庄村，大飯町）

(窟沢町，南部町，身延町）

(良''3町，丸子町，和田村，武石村）

(萩原町，小坂町，下呂町，金111町，馬瀬村）

(洞戸村，板取村）

(岬間市）

(大内山村，紀勢町，大宮町）

(村|側町，美方町，温泉町）（一宮町，波側IM,

千種llu.)

(電抑村，蕊山村）

(惹桜町，八東町，離岡町，智頭町，川瀬町）

(西郷町，布施村）

(加茂町，阿波初

(広島市，湯来町，加計町，筒賀村，戸河内町）

(神石町，総領町，西城町，東城町，比和町）

(錦町，美川町，美和町，本郷村）

(山城町）

(久万町，面河村，美川村，柳谷村，小田町）

(須崎市,III土佐町，葉山村，大野見村）

(矢部村，星野村）

(簡士町）

(鹿北町，鋪鹿町，菊池市，南小国町，小国町，

産山村）（球磨村，人吉市,l11江付）

(本匠村，直川村）

(五ヶ瀬町，商千穂町，日の彩町）

(川内市）（大腿町，繩北町）

I

宵
岩
宮
秋
山
桶
栃
群
新
關
石
棚
山
長
波

燕
手
城
川
形
島
木
馬
側
山
川
井
梨
野
蹴

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

静
三
兵

岡
亜
順

1

1

2

和歌山

鳥取

島根

岡山

広島

1

1

1

1

2

山
徳
愛
商
福
休
能

口
鳥
媛
知
側
賀
本

１
１
１
１
１
１
２

大分

宮崎

鹿児島，

1

1

2

34県113市町村(40地域）

ずるほか林野庁の有するいくつかの民有林施策について

優先的に実施する等の配慮を払うこととしている。すな

わち，

1）埜本方針においては，都道府県知事は有識者等の

意見を聞いて,①中核林業振興地域の指定を行なうとと

もに,②当該中核林業振興地域を育成するという観点か

ら広域にわたる林産物生産流通施設の配世，広域的な林

道網の整備の方向を示し，③中核林業振興地域につい

て，自然的，社会的，経済的条件を明らかにしつつ，長



18

ゆくこととしており，これら総合施業団地については拡

大造林の実質的補助率アップ，育林（下刈り，雪起し）

の補助対象化を行なうとともに作業道，林道について開

設進度のアップを行ない，適正かつ合理的な森林施業が

確保されうるような優遇措置を誰ずることとしている。

（4）推進体制について

この事業の円滑な推進を図るためには，国，地方公共

団体，林業団体等は一体的に推進体制を整備しつつ，林

業者に対し啓蒙普及助言鰈を行なうことが必要である。

このため，この事業では，市町村段階においては，事

業推進協議会を開催し，中核林業振興地域の育成を図る

ための重要な事項について協議するとともに，都道府県

段階では，①中核林業振興地域について林業普及指灘計

画を樹立し，これに基づいて漉密指導を行なう，②林業

労務改善員の重点配腫等を通じて，林業労働における就

労の安定化，社会保険制度への加入促進，林業労働安全

衛生の確保等についての機密指導，③地域林業リーダ

ー，林業経営の後継者の獲成確保を図るため，研修会の

開催等啓蒙普及活動を職極的に行なうこととしている。

むすび

以上がこの事業の概要であるが，今後の課題として検

討する必要があるのは，これら地域に対して生活環境整

備対策をどう織り込むかという点であろう。山村の過疎

を食い止め山村振興を図るためには生産基盤等の整備を

図り就労機会増加，所得の増大を期するとともに厚生，

交通，文化，医療等の生活環境整備がとくに重要となっ

て.いる。その点では，この中核林振事業は各種林業施策

の総合化，体系化を推進し地域ぐるみの林業振興を指向

しているものの生活環境整備対策が希薄であることは否

めない事実であり，今後，ますます必要となるであろう

生活環境整備対策（とくに集落道，生活給排水施設等）

を林業行政施策としてどうやってこの事業の中に盛り込

んでいくのかということが残された課題となろう。

(ねばしたつぞう･前林野庁計画課,現定山渓営林署長）

期的な視点に立って，造林，林道等生産基盤の整備，林

業経営改善合理対策の推進，股業と林業の適切な組合せ

による労働力定着化の促進方錐等中核林業振興地域育成

の基本的な方針を明らかにする。

2）そして中核林業振興地域として指定を受けた市町

村は，あらかじめ有識者等の意見を聞いて，5年を計画

期間とする中核林業振興地域整備計画を作成する。整備

計画の内容は，中核林業振興地域の育成の方針を定める

とともに，総合施業団地の設定，林業生産基盤の整備，

林産物の生産流通’林業経営の改善合理化，等について

盤備の方向を具体的に明らかにする。

3）国は,こういった整備計画に基づく事業が円滑に

実施されるよう,造林，林道，治山等林野公共事業の計

画的．集中的配分および優遇措置を講ずるとともに林業

椛造改善事業の地域採択にあたっては適切な配慮を払

い，また，農林漁業金融公庫等の融資についても優遇措

個を識ずる。さらに’林業専1I技術員，林業改良指導員

による漉密指導を行なうほか，昭和51年度より新事業

として発足した労務改善推進員の配置について重点的に

行なうなど各種優遇措置を識ずることとしている。

（3）総合施業団地について

前述したように，この事業のねらいが森林施業の計画

的．組織的な推進を基本としており，そのために団地共

同森林施薬計画の作成を条件として総合施業団地を設定

することとしているが，その具体的な設定基準としては

次のとおりである。

①1団地の大きさが200ha以上であること

②5年間の造林’保育，間伐，主伐等の施業面積が

30％以上であること

③1団地に占める1森林所有者または公有林の森林

面積が団地面積の50％を超えないこと

④団地共同森林施業計画が作成されていること

中核林業振興地域ではこのような総合施業団地がおお

むね当該地域の過半を占めることを目標として設定して
←●←こむ凸
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導入後10年経った

蝿鼬台山えん堤
佐野常昭

オースI･リヤチロル1968年拙'鳥･I･『－7．0m鯛制･40t(M傑岬睡賎氏提供）

導入の背景と経過

＜開発の経緯と背景＞鋼製治山ダムは，昭和

41年,治山事業が治山治水緊急措置法に基づく第

2次5カ年計画を遂行中の段階において，事業通

の増大，事業地の奥地化，コンクリーl､の骨材不

足，山間地の過疎化，設計施工監督技術者の不足

等に対応して，省力，工期短縮，資材輸送量の軽

減，設計の標準化，品質管理のほとんどの工程を

工場製作過程にゆだねる等の目的をもって，治山

ダムの構造材料を鋼材に求め，プレハブ製品とし

て開発されたものである。

製作は，品質およびその供給の安定性，確実

性，未知の分野に対する鋼材供給にあたっての技

術体制等の面から，新日本製鉄（当時八幡製鉄）

がこれにあたることとなり，関係行政庁の指導と

林業関係技術者の協力のもとに試作，現地の試験

的施工を経て，現在まで，鋼材重量にして約8

万トン，約5,500基が全国の治山現場に使用され

てきた。

昭和41年，開発当初第1号の構造は，ダブル

ウォール形式（鋼材で枠を作成し，この中に詰石

をして重力構造として安定させる形式）で出発し

たが，経費的に高価とばる点，詰石の入手難およ

びその手間を多く要する点が，開発の趣旨に沿わ

ないというところから，現在のバットレスフレー

ム構造への切りかえが行なわれた。バットレス型

の試験的施工の段階において，東京営林局管内安

倍川上流梅力島地区において，1基は完成直後，

他の1基は，ほとんど完成直前台風による集中蕊

雨により，一挙に堆砂し，しかも前者は，上部崩

域地からの崩落土が背面に30･以上の急勾配で堆
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蔵し，後者は，長径1.0mをこえる転石が堤冠部

をのりこえる等の状況を呈し，設計上考慮してい

なかった背面の急勾配堆砂および転石による衝撃

等に対しても安全であったことが実証的に治山ダ

ムとしての効用を果たしうるものとして確かめら

れ，さらに施工性，経済性の検討が加えられ，以

後，ベースコンクリートの形，壁材材料の変更，

堤冠材の変更，バットレス材の補強等の部分的な

改善措置を講じ，また,L型タイプ，ビームタイ

プあるいは大型化シリーズの追加等を行なって今

日に至っている。

＜設計条件と適用タイプ＞前項において若干

ふれたところであるが，治山ダムとしての設計条

件，とくにその外力の定め方をどのようにするか

が，このダムの開発上大きな問題であった。開発

の発想においては，省力化，工期短縮化の要請に

応えるプレハブ構造という点が主眼で，特性とし

てスクリーン構造を掲げたのは，やや後のことで

あり，そこに従来多用されてきたコンクリートダ

ムとの経済比較という問題が論じられた。この経

済性と構造の安全性という問題は端的にいえば相

反する関係にあり，とくに治山現場のようにそこ

に発生する現象，それに伴っておこる構造体に及

ぼす外力の評価が全部は明らかにされていない現

場に鋼という外力に正直に反応する材質を持ちこ

むこと自体，非常に難しいことであり，その安全

性すなわち外力条件の設定とこれに対応する構造

の経済性とのかね合いは種々論議の重ねられると

ころであったが，結局，多年の経験に基づく治山

重力式ダムの計算外力を踏襲し，転倒，滑動に対

する安定については，設計の目標とする安全率を

掲げ，発生する地樅反力を明らかにしてその施工
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使 用釧材

箇所条件との対照判断ができるようにし，鋼材に

ついては'抗張力の大きいSS50材を用いて，そ

の許容応力内に納まるよう部材の選定を行ない，

とくに鋼材の腐食については，片側15mmのさ

び代を見込むことによって対処し，また，バット

レスフレーム材の結合については，強度的に十分

な余裕をもたせるためと，腐食に対する配慮から

ハイテンションポル|､を用うることとしたもので．

ある。

しかしながら’千差万別ともいえる治山現場に

おいて，いかにプレハブ，標準化を目標とするも

のであっても，単一の設計条件ではとうてい対応

しうるものではなく，現場の実態に合わせて，大

別7タイプの形式が標準化されている。これらに

ついては，他の資料にその詳細が示されているの

で，ここに重複はさけるが，各タイプごとの設計

条件のあらましおよび断面形状を上に掲げること

とする。

が開発されて以来昭和50年までの10年間に全国

を通じての施工件数は約5,500基であるがこのう

ち災害によって被害を受けたもの（ボルトの一部

欠損，壁材の部分的屈曲，堤冠部の微少な変位・

変形等峰微なものおよびコンクリート部分のみの

被災を除く）は40件でその被災の態様は,下表の

とおりである。

このような結果から，このえん堤の被害は一般
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の治山ダムの被害が洗掘によるものが多いのに比

べて，いわゆる衝撃という現象によって破壊して

いるのが特徴といえる。

治山ダムがわが国全体として何埜存在している

かの統計は明らかでないので，とくに鋼製ダムの

被災率が高いのかどうかの判断はつきかねるが，

衝撃による被害は，他の榊造材質の治山ダムにも

発生しており（昭和“年に行なった全国769塾

の被害調査および昭和50年の国有林関係治山ダ

ム230基の被害調査によれば，21～26％が衝撃に

よるものと分類されている)，上述230基中9基

が鋼製であること，国有林における昭和30年度

以降に施工された治山ダム総数18,298基中鋼製

が1,104基であること等から，とくに鋼製ダムが

他の椛造よ･り災害を受けやすいとは言い得ないで

あろう。

＜諸外国におけるプレハブダム＞前にも述べ

たように，鋼製スクリーンダムは，当初から壁材

を間隔をおいて取りつけ，流水および細砂は下流

に雌害なものとして通過させ，大径の転石や流木

その他洪水時に害をなすもののみを阻止するとい

う港え方を第一義的に考えて開発されたものでは

ない。しかし，現実に施工された10カ年の経験

から，このスクリーン機能が，今までの治山ダム

椛造物には見られない独特のものであることに注

目されてきたことは事実である。

ひるがえって,諸外国におけるプレハブダム,と

くに透水性のダム開発の現況をみると（オースト

リア迩邦森林試験場1972報告,G.Kronfellner-

Kraus,各国の治山工事における新しい構造様

式，より）治山ダムのプレハブ職造について，研

究開発の進められている諸国は，オーストリア，

フランス，スイス，スペイン，ポルトガル，イ

タリー，ユーゴスラビア，ソ連，アメリカ等で，

もちろん日本も上記文献の中に鋼製スクリーン

ダムとして紹介されている。使用材料としては，

木，鉄線，プレキャストコンクリート，鉄板，ワ

イヤーネット，レール等形鋼，プラスチック等

で，構造形式としては，透水性の構造として，箱

枠（詰石）大形水抜，スリット型噛型，熊手
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型)，格子スクリーン，バットレス水平スクリー

ン，格子アーチザイルスクリーン型等多様であ

る。とくにこの概告の『|1で強調されているところ

は,いわゆる開放式(開口式)(opentorrentdam)

として，土砂の選択的抑止と浮遊流下物の阻止機

能を治山ダムに求めているところである。このよ

うな考え方が，わが陸|の砂防分野でも検討されつ

つあり，今後の鋼製ダムの構造に関する研究の方

1句として十分考臘を払う必要のあるところではな

かろうか。

以上，鋼製ダムの被災の実態と，諸外国の例に

ついて述べたが，鋼製ダムの被害が衝撃という問

題をさけて通れ芯いこと，これに対し，この構造

に期待される機能は，より衝撃を受けやすい場面

であること，この両者の解決策が，今後の問題点

と言えよう。

効果的利用法と適用範囲

＜機能上の特性＞鋼製治山ダムは，従来使用

されてきたコンクリートダムなどと同様に，いろ

いろの条件下にある施工現場により広く適用でき

るように，タイプ°シリーズの多様化を図ってき

たが，開発以来の使用実績，各種の調査結果か

ら，このダムのもつ特性がかなり明らかになって

きている。ここにその長所，短所およびその改善

方策を述べて参考に供することとする。

このダムは，コンクリートダムでははたしえな

い機能上の特性，すなわちスクリーン効果をもっ

ている。具体的にその効果を列挙すると，

(1)流木等の浮遊流下物を阻止する。

(2)水および通常の流砂(下流域に無害な土砂）

は通過させ，洪水時の大粒径砂礫（有害土

砂）のみを貯留する。したがって，ダムの貯

留効果をいちじるしく向上させる。

(3)湛水しないから堆砂が平面的に進行し，流水

が両岸に偏流しない。

(4)湛水しないから両岸地山の地下水位を異備

に高めることがない。

(5)水圧が軽減される。

(6)満砂するまでの間は，下流部の洗掘がかな
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り少なくなる。

一方，短所としてあげられることは，

(1)早期に堆砂を期待する場合には適さない。

(2)湛水しないので,土石流木の直接的衝蛾を受

けるおそれがある。

これらの短所に対しては，堆砂を促進させたい

場合には壁材間隔をつめるとか，エキスパンドメ

タル（網目状の鋼板）を張るような方法が実行さ

れている。また，逆にスクリーン効果をより期待

する場合には，もっと荒いスクリーンとする壁材

の開発が考えられる。

＜材料，構造上の特性＞このダムの材料，織

造上の長所としてあげられる事項を列挙すると，

(1)厳重な品質管理のもとに製造されるので,材

質は均一で保証されている。

(2)材質が保証されているので,合理的な設計が

できる。

(3)構造物全体の重戯が重力ダムに比べて軽い

ので，地盤反力が小さくなる。

一方，短所としてあげられることは，

(1)さびの発生によって，耐用年数がコンクリー

トより短いのではないかという疑問がつきま

とう。

(2)酸性の強い河川(pH値が4.0より小さい河

川)では腐食がはなはだしく,使用できない。

(3)主構にH形鋼を用いているので,振りに対す

る抵抗性が小さく，また堤軸方向の力に対し

て若干弱い。

(4)洗掘をうけた場合,基礎コンクリートが比較

的うすいので,ブリッジ作用を期待しにくい。

などが指摘されている。これらの短所に対しては

(1)のさびは，山間の清浄な大気，淡水中では平均

の腐食速度は0.025～0.03mm/年という実績か

ら，さび代1.5mnlが減耗する期間は50～60年

とみこむことができる。また，この時点では荷重

はほとんど堆砂圧のみとなっていると想定できる

ので，実際の耐用年数はさらに延びるものと考え

られる。

(2)の酸性河川に対する対策としては，目下鋼材

の耐酸セメントによる被覆，メッキと耐酸塗装と

の組合せなどについて研究中である。特にpH値

が3.5を下回ると腐食が急速に進行する。

(3)のH形鋼，特に細幅H形鋼は，断面特性に方

向性が大きく，振り鋼性も小さい欠点がある。し

たがって，大型シリーズでは，支柱材軸を回転さ

せたり，スチフナーをつけることで多少ともこれ

の向上に努めている。

(4)の洗掘に対する補強構造としては,H形鋼の

基礎梁を用意，幅4.0m程度の局部的な洗掘には

梁として抵抗できるよう考慮されている。

＜適用条件＞このダムのもつさまざまな特性

からみて，鋼製治山ダムの適用条件を列記すると

次のようである。

(1)上流に伐採地があり，洪水時に流木の発生す

るおそれのある地点

(2)山腹の崩壊などによる土砂が渓床に堆積し

ている場合，その下流端付近に設ける床固め

用ダム

(3)渓床'|'高の広い荒廃渓流

(4)両岸の山脚部が弱く，流水が岸に偏って流れ

ると好ましくない地点や，湛水すると，上流

II｣復に地すべりの発生が予想される地点

(5)災害発生後,早急に施工する必要のある場合

(6)労務者が不足している地方

(7)骨材の入手や運搬が困難な地点，あるいは輸

送に多額な費用を要する場合

一方，適用が不適当と考えられる場合をあげる

と次のようである。

(1)貯水機能を期待する場合

(2)pH値の4より小さい酸性河川の場合

また現シリーズの部分的補強，土砂の埋戻し等

緩衝用の土工などの付加を検討する場合として，

(1)落石の直接的な衝撃をうけるおそれのある

場合

(2)土石流発生のおそれ濃厚な渓流の単独ダム

(3)合流点にきわめて近く，斜方向から大きな荷

重をうけるおそれのある場合

(4)極端な曲流部に設置する場合

などがある。

（さのつれあき．林業土木施設研究所）
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5）山行苗の乾燥防止試験兵藤博

6）下刈地における薬剤効果試験一

クズ枯殺剤実用化試験入口誠

7）ヒノキ材林分収穫表調製一密度

管理図の作成入口誠

8）ササの開花と結実について

入口誠

9）液剤散布によるマツノマダラカ

ミキリ防除試験(昭和49年度農林

水産航空事業受託試験）

中根勲，三輪明男

10）昭和49年度宮島における松く

い虫予防事業に関する調査

岡田剛外4名

11）採石跡地の緑化一県南部酸性岩

類地帯の復元植生一

三輪明男，池田作太郎

12）柏島の植物群落三輪明男

13）広島県におけるクリタマバチと

カッラマルカイガラムシの発生状

況調査山本忠義

徳島県林業試験場研究報告

第14号昭和51年3月

1）スギ精英樹クローンの形質およ

び材質調査谷口春一

2）小規模木材生産の実態調査

合田浩

3）蛇紋岩地帯の植生導入試験

谷淵正弘，字水泰三郎

4）空中散布による松くい虫防除効

果調査吉永忠義，高橋昌隆

5）樹幹注入によるマツノザイセン

チュウの防除試験

高橋昌隆，中野子

6）緑化樹のすす病防除試験

高橋昌隆

7）シイタケ鋸屑栽培試験湯浅茂

8）とり木による大型緑化樹の生産

高橋公一，市原俊充，横山利治

9）生態応用による海岸埋立て地の

緑地造成試験

市原俊充，横山利治

閥間隔廟
※ここに紹介する賓料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします。

llillllllil”,,,'||lllllli!||１
１

■
凸
■
Ⅱ
Ⅱ
■
●
６

』
■
■
凸
■
■
凸
日
伊
■

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ

Ｄ
■
■
ｑ
■
Ⅱ
Ⅱ
ｑ
ｄ
Ｂ

ｂ
Ｕ
凸
■
■
■
■
■
■
■
‐

Ｉ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
１

０
凸
Ⅱ
Ⅱ
１
８

１
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
０

０
１
１
１
１

２
１
Ｏ
Ｕ
８
ｌ
ｌ

ｌ
ｌ

静岡県林業試験場研究調査資料

第16号昭和50年12月

シイタケ経営実態調査報告書

一藤枝市大字富田における昭和

45.10～49.12の間における生シイ

タケ生産協同経営事例一

山田庄作，富田文雄

北海道立林産試験場研究報告

第64号昭和51年3月

1）新得産カラマツの材質と加工試

験小野寺重男外15名

2）カラマツ小径木の乾燥による損

傷防止に関する研究

大山幸夫外5名

兵庫県立林業試験場研究報告

No.7昭和51年3月

大気汚染の樹木に及ぼす影響とその

対策(Ⅶ)一土壌管理による樹勢の回

復効果一段林弘一，田中義則

福島県林業試験場研究報告

第7号（昭和50年）

1）苗畑土壊改良剤施用試験

伊藤繩勝，大関昌平

2）キリ立枯れ材の材質試験

橋本敏雄外2名

広島県立林業試験場研究報告

第10号昭和50年12月

1）広島県産マツタケの流通(1)-

世羅郡甲山町を中心とする流通の

実態一寺田公治

2)低位利用簡易搬出作業道の改良

に関する試験松長寿郎

3）ベンレートによるトリコデルマ

菌の防除(1)一シイタケほだ木上

における防除効果枯木熊人

4）ベンレー1,によるトリコデルマ

菌の防除(Ⅱ)一オガクズ培地上に

おける防除効果一枯木熊人

（以上研究報告，以下主な研究資

料）

香川県林業指導所1976試験研究

成果報告

1）林業指導所実験林における植生

調査吉田重幸，岩瀬恵外3

2）香川県林業指導所実験林におけ

る野鳥生息の季節的変化に関する

調査豊島立身，岩瀬恵

新潟県立林業試験場研究報告

第19号1976

主な項目

1）新潟県北部民有林の森林植生に

ついて松田氏淑外5名

2）豪多雪地帯の造林技術(Ⅲ)一ス

ギ幼齢木の整枝の影響野表昌夫

3）成木施肥試験(Ⅳ)-17,13年生

スギ林における施肥開始後3年間

の枝打ちの影響と施肥効果

中沢辿夫

4）スギ苗木の形質が山出し後の生

長におよぼす影響伊藤信治

5）本県民有林における低位利用材

簡易搬出用作業道の実態と問題点

阿部英雄

6）海岸防災保安林の研究（Ⅱ)一ク

ロマツ林の除間伐施業と風速減少

効果清水周治・篠田茂

7）マツタケ発生調査と環境改善試

験小野塚達太郎
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▼吉備津神村

ノ

▲吉俄II』国分寺

ジ

岡山県の南部を東西に走る旧山陽道は，そ

の要所要所に多くの見どころを秘めている。

この地方は，台風や山崩れなどの災害も少な

く昔から文化が栄え，地味の豊かな土地柄

であった。古代史に登場する吉備の国も，こ

の地に』kまれた豪族国家である。

般近ではディスカバー・ジャパンの絶好の

地として，吉附路の中心である倉倣の人気が

揃いが，｜洲山，倉倣の二市一帯の街逝倣歩の

方がむしろ大人の蝋賞に耐えられるものだ。

倣雨のかかりのl府れ間をぬって,m11.|への

旅に出たのはもう一昨年のことになる。実は

私にとって岡山は故郷である。疎開の1年を

市内で過ごしたのだが，その後はあわただし

い仕1”旅行ばかり。いわゆる観光の旅とい

うのは初めてだった。

順和20年6月の下旬,岡山は大空襲にあっ

てIIj街のほとんどを焼失した。後楽悶は学校

の行き帰りによく遊びによったところだが，

当||#は棚iiり返されて唯畑？になっていたロで

も30年の織ﾉ｣,芝生も青々 と手入れされ操1.11

の倍景もIIﾔのまま。

：腓を思い出して市街を歩いても，こちらが

洲在1年だったことでもあり，町の様子も変

わってしまっている。駅前は新幹線IIM通です

っかり立派になった。地下街まであってまる

で大阪・東京並みである。

吉術路めぐりには，若い人ならサイクリン

グというテがある，と聞いていたが，今にも

雨のおちそうな榧雨空，それに良い歳をして

自転躯でもあるまいと，観光バスでめぐるこ

とにした。岡山市の西北から総社にかけての

史跡めぐりである。このコースは|ﾛ山|場遺と

つかず離れずで，古墳あり伝説あり，寺あり

の変化に富んだ道筋をゆく。
つくりや贋

中心になるのは吉備風土記の丘。進山古油

は全|副蛎4位の大きさを誇るもの。緑の木に

おおわれた丘で，ふもとには瓦屋根・白壁の

民家がめぐっていて，いかにも古くから開け

た地らしい溌境。造山古墳も大きいし，ほか

にも中小の古墳が幾つかあって，海の松島の

ように田園の中に浮かんでいる。

その一つ，こうもり塚古域は，国分寺と国
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再建の五重塔があるばかりに，そして周囲の

田園とあまりにもマッチしているだけに，尼

寺のように物思わせる雰囲気ではない。

私にとっては均躯のとれた五重塔よりも，
こけら

柿葺きの窓殿や本坊の方が，何か風捕がある

ように感じられた。国分寺は少し遠くから眺

めるところなのだろう。

忘れていたが，術前一ノ富駅の近くにある

吉備津神社もいい。近くにある吉術津彦神社

の方は，社殿はjZ派だが境内が狭くて，あま

り感心しなかった。しかし吉IIW津神社はさす

がに－と感心させられた。

分厚いMi麓きの屋根，その破風の堂々たる
げん

婆，何間もある奥行きの深い社殿。これは拝

殿と本殿のつながった珍しい柵造という。長

い回廊を下ると，右手に釜殿があった。上、

秋成『雨月物悪』の一つ，「吉illi津の釜｣で名

高いもの。土間にすえられた大釜，この鐙の

湯が鳴れば吉，音がしなければ凶とか。ま
うら

た，この地ガに伝わる温羅と街伽|轤命との

伝説も伝えている。

社殿の背後にかけられた大杓j二，前にはら
ぬさ

れた幣に，人II1の執念や，それを神として祭

ることの不思議さを教えられた。ただのお

釜それにも神格を与えてきた祖先伝来の知

恵を思う，そしてそれが古代の吉備の国家へ

の幻想をもひき出すのだ。

吉備津神社の襲手にある小山は吉術津彦命

の御陵といわれている。道は完IMiしていて，

この日も小学校上級生らしい一団が，さざめ

きながら釜殿の傍を，山へと登っていった。

神社の前は宮内部蒋。山陽筋に沿った社領

地で江戸時代には歓炎地として賑わったとこ
＠

ろという。遊廓があったのだ。今は杉並水の

参道と,ﾉくきな2階建ての家に曲を偲ぶだけ。

バスはこのほか，商松股上稲荷や，総社の

宝福寺へも寄ったのだが，私ばこの吉州国の

中心だったと思われる，そして今は豊かな穀

倉地帯である－．ノ宮と風土記の丘に魅せられ

て，ほかはどうでも良くなってしまった。そ

れには，また再び，岡山を訪れればいい，ほ

かはもう一度別の磯会にゆっくり見よう，と

いう気持が働いていたのだろう。

分尼寺のあいだ，竹林のipの道ぞいにある。I
くらひめ

仁徳天皇の愛した女性黒比売の蕊と伝えられ
私
の
旧
道
散
歩

吉
備
路
を
ゆ
く

F
L

ている。黒比売は吉鮒の豪族の女だが，皇后I
↓､わのひ功

磐之暖の激しい嫉妬にあい，海路，都から故｜‘ 「
二
日
ｒ
■
０

郷の吉備に逃げ帰った｡そして後を追って吉|I
備へ訪ねてきた仁徳天皇との間に,交換した|I 】

和歌が古事記にのせられている。

Ｊ
ヨ
ー
４

考古学的には，このこうもり塚は6泄紀の|I

ものといわれているので，このお話は時代が’1

合わないが，古今東西の男女の愉話として考

えれば，ありそうなことだし，また，有って’1

良い楽しい話題ではないか｡考証はそれとし｜I
■
Ｉ
・
Ｂ
１
６

て，旅ぴととしては，こういう恋愛のロマンI

を下職にした場所に催，それ…"力が｜働いてうれしくなるものだ。

この塚の石室は中に入ることができるが，’

まっ暗で湿っぽく，大らかな古代の恋の主と
ロ

はふさわしくないものだった。むしろ，塚の！

上の木立の中で，古戦記の名文を声にillして

読みながら,思いにふける方がいいのである。

想像力といえば，もっと古代的なのが国分

尼寺跡。8世紀に諸脚に造られたI側分琴，国

分尼寺跡の一つだが，尼＃の方は赤松の疎林

の間に礎石と土懸があるだけ。建物がないだ

けに，想像力は-|･二分にかきたてられる。I

冬をへて朽ちかけた松雄が，それでもサヤ

サヤと足元で鳴る。松は見上げるばかり商

い。南大門跡とか金堂跡とか，立札が立つだ

けで，礎石も思ったより小ぶりである。雨を

含んだ風に，松がザァーと鳴る。昨日の夜露

だろうか，パラパラと耐のような水滴がおち

伊
崎
恭
子

てきた。 ’1

8世紀の尼僧も，現在のような盗だったの｜I

だろうか。名i'1jの姫君，奨しい女人もいたの|!

だろうか。今は何もない野づらとなって，い

たずらに松風のみが空を渡る“…．。細'陵で豊

かな腱緋地帯とはいえ,仏i''jに入った身には，

日
本
交
通
公
社
出
願
事
業
鬮

「
る
る
ぷ
」
隠
集
長

やはり楽な生活ではなかっただろう。男女のi

愛も，富や権力も，すべてを捨ててとびこむ，

別な世界…･･･バスガイドさんの催促に足は．

運んだものの，もっと搬松菜の上で想像にふi

けっていたいところであった。

それに比べると国分寺は散文的。江戸時代I
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沙漠は暑くて大変だろうといわれる。ペル

シャ湾沿岸は，冬は避寒地として海水浴によ

いが，夏の日中は50°Cを越える。アラビア

半島も同じで，何百キロもの道に街路樹がな

い。リビアのセブハでは夜の11時ころまで

ベッドの温度が体温より高くて寝つかれなか

った。このよう放熱帯もあれば，反対に，冬

には山に雪を欺き，マイナス10～20｡Cにも

冷えこむ寒冷地にも沙漠はある｡

最も地表の様相を変えるのは降雨量で，イ

スラエルのエルサレムから死海に至るわずか

車で30分ぐらいの道のりの間に，年雨量が

300mmから100mmに変化するが，オリー

ブの木から沙漠の雑草へ，そしてついには全

く荒莊とした緑のない景色に変わる。

このように，沙漠といっても，気象，水

文，地形，土壌などの自然条件によってさま

ざまであり,そのうえに,そこに住む人たちの

教育，宗教，農民の技術レベル，その国の経

済力，工業力などの社会的な条件によって，

その腿業開発，地域開発は著しく異なるもの

沙漠開発と水
■

孜一

1

噸

一

鴬
『
轍

＃

》

や
手篭

亀
墨守

鮮
司～■,

pb

一

画
ー

註

は

「

一
一一

ロ

ー
』
》

唇

ｰ

灘
羽靴,鶏嘩

国際的立場からして，食糧問題と国際協力の

ために’この問題をさけて通ることはできな

い○･IM界の先進国は乾燥地の農業開発に大変

な熱意をもっており，このための国際会議に

は多くの人が集まる。

リビアのセブハでは年雨量わずか2rnlnと

いわれるが，深厨地下水をカンガイして作ら

れているアルファルファは年10回の刈取り

ができる。沙漠にもし水が得られれば，作物

の生長をうながす太陽のエネルギーが豊富な

ので，高い生産をあげることができる。しか

しその反面，乏しい水資源と，高温，乾燥，

蒸発’砂嵐，塩害などの厳しい条件が横たわ

っており，日本では経験できない問題と取り

組まなければならない。

沙漠の腱業開発にとってまず第一は水であ

る○水資源|｝M発の第一は地表水である。アメ

リカのフーバーダムは有名であるが，この水

をインペリアルバレーまで導水して，アメリ

カで最も厳しい気候下の沙漠をみごとに農業

地帯に開発した例，ソ連のウツベキスタンの

であり，共通的問題もあればその地方特有の

問題もある。

世界の食継危機が警告され，自給率の低い

日本は，国内自給率の向上をはかることがま

ず節一であるが，結局は世界全体での需給緩

和をはかるための努力力§一層重要な時代がこ

よう。自国に沙漠をもつアメリカ，ソ連，オ

ーストラリア，イスラエルなどは，このよう

な苛酷な条件下の土地を，いろいろな手段・

方法を用いて農業開発を行なってきた。広大

な沙漠をかかえる中東，北アフリカなどの石
9

油や鉱物資源の豊富な国々でも，これらの資

源は有限で，結局は農業開発を中心とした地

方的国造りを長期にわたって行なうことが大

切であると考えている。イランとアフガニス

タンの国境を歩いたとき，1キロメートルお

きに石ころが職まれた塚があって，これが厩l

境の標識であった。沙漠の国では，人間が住

みつかない土地は国土であっても国土ではな

い。それだけに，地道で厳しい建設の道をし

んぼう強く辿ろうとしている。日本の今日の

。
廻
科
鴎
忙
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な長期の水収支の均衡の上に立っている。ア

ラビア半島も地表水の見られるのは紅海側の

一部でしかないが，ホフフの周辺には多くの

湧水があり，これを集めてカンガイ水源と

し，大規棋なカンガイ事業を実施している。

第三は海水の脱塩淡水化である。この方法

はエネルギーコストが割高ではあるが，すで

に都市用水，工場用水に利用されており，ア

ブダビでは，アリゾナ大学の研究協力によっ

て大型漁室の冷却と組み合わされて野菜栽培

に利用されている。

このほか，塩分を含む水の利用，海水の混

入，排水された水の脱塩化，都市下水の利用

など次節に水質領域の拡大をはかる方向にあ

る。

以上のごとく，水資源開発には，ダム，長

距離大水路，広域の探査，新しい施設，研究

調査など，世界の注目をひくと同時に大土木

工事に要する経費が大きい。しかしFAOで

は，せっかくの大資本投資が，その末端にお

ける水管理の確立がなされなかったため，腱

フェルガナ運河がシルダリアの水を，かつて

は飢餓平原とよばれた地域に導水して最良な

綿の産地と化した例などが手本にあるが，こ

れらは今や大国の特殊例ではなく，各国で大

型の集水，導水のために，ダムや長距離水路

が建設されている。商い山地の降雪，わずか

な雨量でも雨期に生ずる流出水を貯留する。

エジプトのアスワンハイダムによってナイル

の洪水を調節し貯留された水は，下流のデル

タ地帯に計画的な配水が可能となり，新たに

沙漠の開発が進められている。イランのデズ

川のパーレビダムによって，その下流域には

近代的配水施設が設憧され，大型磯械化農業

によって商い水準の生産をあげつつある。

第二は地下水開発である。年雨量が2mm

しかないサハラ沙淡の真中のセブハにも地下

水があり，同じ地方のクフラにも大量の地下

水が発見され揚水されている。これらの地下

水は，はるか南方のチャドあたりからの伏流

水ともいわれ，ここに達するまでは,000年

以上もかかると考えられ，気の速くなるよう

i

(1）
蝿
‐
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脚
一
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イラン

カンカ

デズ地区′・

総線水路．
禺豆
・州

ンガイ幹

生産の|句上につながらなかったことを反省し

ており，貴重な水を有効に使って農生産を恒

久的に向上維持させるにはどうすべきかの地

味な問題が大切であるといっている。イスラ

エルのキブツやモシャブとよばれる共同挫場

では，つい先日までパリで商売をしていたよ

うな人が移住してきても，明日から農業に従

事できるように，末端の技術が組み立ててあ

る。国内唯一の地表水源チベリアス湖から幹

線管水路で送られた用水は，各股場に配水さ

れ，年間の配水計画に基づいて作付けと効率

的カン水計画が立てられる。つまり元から末

端までが一貫している。

人手も金も乏しい私たちは，まず，重要な

一二の問題「カンガイ方式と水管理」にしぼ

って，現地の自然条件下で研究を開始し，そ

の体験を通して乾燥地の問題をよりよく把握

しようとし，イランのクーゼスタン地方のシ

ャブールという片田舎に，イラン土壌研究所

をパー1､ナーにして研究場所を設定した。

イチゴ鋤,嚥摘カシガイ拭験(イラシカラン･地惚

うこ皀然との蕊涛
陶Y2…認；

騨佳一・ロュ

〆
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おしべでは満の中で，めしべでは未熟な種子の胚のうのなかで減数分裂がお

こなわれる。そしていろいろな過程をへて生殖細胞がつくられる（左図)｡雌性

配偶子（胚のう中の卵細胞）と雄性配偶子（花粉中の職細胞）である。減数分

裂というのは生殖細胞をつくるためにはどうしてもおこなわなければならぬ過

程である。しかし，そのやり方があまりに複雑なため，まだよくわかっていな

い。ここでは雄側の花粉についてながめてみよう。

＊ ＊＊

生殖器官は大部分体細胞からできていて，そのうちの特別の細胞だけが減数

分裂をして生殖細胞になる。どういう仕組みで生殖細胞になるかは蒲の中の花

粉（生殖）母細胞を体外にとりだして培養したり，満を高温処理したりして，

減数分裂をすべきところを普通の分裂に変えることなどで洲べている。減数分

裂を体細胞分裂に変えることは上記のように比較的簡単であ愚が，体細胞分裂

を減数分裂に変えることはほとんど成功していない。筆者の知る限り，動物で

は神経節細胞を低温処理して成功しているくらいである。

もしわれわれが自由に減数分裂をおこさせることができたらどんなことが考

えられるだろうか？どの細胞も減数分裂させうるから，根端にも7翻様の生

殖細胞ができるかもしれないし，芽生の時代に全体を半数体にすれば，純粋な

系統がすぐでき植物の品種改良に画期的な技術を入手することになる。

減数分裂と普通の分裂とのちがいは分裂，特に前期に」|蝋に時間がかかるこ

とである。前期だけで1カルもかかる植物もある。それだけに襖雑なことがお

こなわれているはずである。非鮒に特殊なDNAもごくわずかであるが合成さ

れる。父親と母親からきた相同染色体間に遺伝物愛の炎換がおこなわれる。染

色体が切れてつなぎかえがおこるのである。この時も修繕川のDNAが合成さ

れる。

こういった研究は“生殖能物学”といって基礎学問として亜要である。減数

分裂のもう1つの特徴は生弛母細胞がいっせいに同じ行動をとることで，分裂

する場合は全部の細胞が同時に分裂するので同洲分裂という。この同調性が何

によって保たれているかよくわかっていない。

減数分裂が終わると，次にもう1度普通の分裂をして4つの細胞となる。こ

れを4分子という。4つの細胞がばらばらに離れて1つの核をもつｵ蝿とな

る。つづいて花粉の分裂をおこない，小さいくさび状またはひも状の生殖核

（糖核）と大きいがだ円形の栄謎核となる。前者が受鞘にあずかる。蔚中では

このままで終わり，花粉の表面に桃雛ができて成熟し，約からとびだす。めし

べの柱頭につくと，花粉管を伸ばし，その管中で生殖核がもう1度分裂して2

コの職核となる。このような花粉を2核性柁粉とよんでいる。これに反して，

約1ｺの花粉内で生殖核が分裂して2コの精核になるものを3核性花粉という。

被子植物の2,000種を淵べてみると，70％の種が2核性のままで蒲からとびだ

し，のこりが3核性の花粉とな写て満から散布される。系統的に原始型な被子

植物は2核性花粉をもつ。

＊＊＊

話はちょっと変わる。花粉のプロトプラストのことを述べよう。プロトプラ

スI、（原形質体）というのは特殊な酵素によって細胞の!'脳をとかし消化したも

のである。膜がないのでアメーバのようなものである。タバコの葉を酵素で処一
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理すると，細胞がばらばらに分かれる。さらに別の酵素でもう1度処理する

と，細胞の外側の膜がとけてプロトプラストがとれる。この膨衆はそれぞれペ

クチナーゼとセルラーゼという。これらはミカンの果汁の消澄化などに利用さ

れている。プロ|､プラス1,は適当な条件ではとけた細胞雛が再生し，分裂を開

始し，またタバコをつくる。

プロ|､プラストの有利性はお互いに融合することにある。極が異なるプロト

プラストを混合すれば雑種のそれができる。もし，このような雑種プロトプラ

ストから植物ができれば，今までとは全く異なった雑種ができることになる。

生殖細胞はもはや不要である。雌の卵と雄の糀核が合体して新しい雑種がえら

れるのが普通であるが，卵の代わりにA種のプロトプラス|､，釉核の代わりに

B種のプロトプラストが合体すれば雑種となる。

生きたプロトプラスI､を多量にとる方法が確立されて以来，世界中の研究者

がこの方法で雑種をつくろうと，張り切った。しかし，この計画はほとんど成

功しなかった｡わずか，タバコの2，3例で雑種プロトプラスト→雑種細胞→タ

バコとなったという報告があるにすぎない。

蕊，根，花弁でもプロI､プラストはえられるが，このような細胞から生じた

融合細胞は染色体数が4倍性になっていて，もしそれから個体が生育す

鯵幟、
れば4倍体ということになる。もし花粉細胞でこのようなことができれ

ば2倍体，すなわち普通の個体がただちにできるはずである。このよう

な理由で4分子期の花粉から，まずプロトプラストをとること，および

濯鴬鷲難藤:偽鱸息魏熟縦駕篭雲’
のかもしれない。

鯵Ⅲ
若い花粉母細胞ではどうか，ユリやベラドンナでは10～20分の短IIIf

間でプロトプラストがえられる（見出し上の写真)｡また融合も非常に

容易である。減数分裂前期でえられた花粉母細胞のプロトプラストは細

胞壁を再生しなくともストリップのままで分裂できる。ちょうど，ウニ

鰯”の卵のような分裂をする。融合は2つの間でおこるのみならず，いくつ

もくっついて，時に数十，数百の核をもった巨大プロトプラストもでき

る。減数分裂前期で融合してできた多核休は適当な栄謎液中で分裂がお

くで鯵Ⅷこなわれ，最後まで進行する。しかし，それが無限に分裂して個体にな

るわけではない。プロl､フ・ラスi､中の核がすべてただ1回分裂するのみ、垂些菖勇星一

である。花粉母細胞の場合は雑種をえるのが目的ではなく，減数分裂のメカニ胎原細

llIIII
一

胎
原
細
胞

■■■

再
一
ロ
一

一
一
一
一
1160UT

減
数
分
裂

ｅ
ｌ

ｌ
花
粉
母
細
胞

ｅ
ｅ
ｅ
③
四
分
子

Ｂ
Ｂ

Ｖ
Ⅵ
Ｙ
Ｍ
織

職

花粉ﾎ(！

であゐ。花粉蝉細胞の場合は雑独をえるのが目的ではなく，減数分裂のメカニ胎原細胞から花粉粒形成までの過程，

ズムをさぐるためである。たとえば，前期のいろいろの異なった時期の細胞を ムラサキツユクサの場合（メーハムら

から)。ひも状物が生殖核，星状物が
くっつけて，相互にどう反応し合うとか，減数分裂をする花粉母細胞と普通の 栄養核

分裂をする体細胞とをくっつけて，分裂をコントロールするとかが考えられ，

その方面の研究がすすんでいる。

花粉のような半数性細胞のプロトプラストは突然変異の発見も容易のはず

で，半数体のプロトプラスi､からストレップトマイシン,5－ブロムデオキシウ

リジンなどの突然変異誘起剤で処理して変異細胞がえられている。これを2倍

体にして薬物抵抗性品種がえられたことが報告されているが，研究はむしろ今

後にかかっている。花粉のなかに葉緑体のみを導入し，光合成磯能をもたせた

りすることも試みられている。次回は『花粉の世界』
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減反率法から推定される伐

採面積の分散について

東大農箕輪光博

日本林学会誌58－5

1976年5月pl83～187

減反率法（いわゆる確率モデルに

よる）では，地域の伐採面職もしく

は更新而職はその性質上，期待値と

いう形をとっており，対象とする地

域が一定の大きさを有すれば，この

期待値と実際の伐採面積はほぼ一致

するという暗黙の想定がなされてい

る。しかし，モデルの対象とする地

域がどの程度の大きさになれば，上

記の想定が成り立つかといった議論

はまだ表立ってなされていないとし

て，この点を明らかにするために

は，伐採面積の分散を明確にしてお

かなくてはならないとしている。

ここでは，このような点から各分

期の伐採・更新面積の分散を論ずる

一方法を述べているが，その主たる

目的は，林分の伐採更新を複合確率

過程として明確にモデル化し，分散

に関する定差方程式を導くことにあ

るとして，その方程式を提示してい

る。

カラマツ材の光照射に伴う

変色

北海道・林産試梅原勝雄ほか

林産試験場月報No.292

1976年5月p.5～10

カラマツ材には光による変色が目

立つといわれ，たとえば内装材とし

て用いられた場合に，光の当たり方

にむらがあると，そのまま材色に違

いとなって現われる。これは，カラ

マツに限った現象ではないが，その

利用を拡大するためには，解決しな

ければならない問題であるとしてい

る。そこで，光照射に伴う変色の挙

動をより明確にするため，特定波長

照射下での変色および変色に伴う物

理化学的性状の変化について検討し

ている。

波長光と変色との関係,FSRス

ペクトルの吸収盤と色業との正の相

関，光酸化と低分子化反応の進行，

を認め，メタノール抽出成分が変色

の主因でないこと，一連の光反応に

おいて酸素が重要な役割を演ずると

思われるとしている。

ガイドレール式木材運搬車

の実験結果

静岡営林署田口邦弘ほか

機械化林業No.270

1976年5月p8～15

中，急斜地における路網作設技術

として林地の保全等を考慮した分割

作設工法（間伐材搬出路を作設し，

将来拡幅して主伐にそなえる）をと

っているが，こうした間伐材搬出路

を利用し木材巡搬用として道幅に対

する安全性を考慮するとともに木材

搬出費の低減を図るため，果樹園用

自走車を林業用に改良し，ガイドレ

ール式木材運搬車を開発しようと試

みたものである。

中傾斜地の富士山国有林で搬出路

の作設およびガイドレールの敷設，

路面状況の変化と走行関係，運搬車

の安全性，積載量等について実験を

行なったもので，その経緯，実験結

果が述べられている。

林地除草剤使用の現状

林試・関西支場真部辰夫

山林No.1104

1976年5月p.36～39

除草剤の新しい使用法としては，

除草剤の少量散布と雑草の生態的特

徴を組み合わせ，少しでも生態的防

除法に近いかたちで，雑草木処理の

問題を解決しようという考え方が強

くなり，完全な殺草から造林木に支

障がない程度の防除でよいという考

え方になってきた経緯を述べ，地ご

しらえ，下刈作業に占める除草剤の

役割は，今後の労務事情と技術開発

に左右されるものと思われるが，近

い時期に必ず見直しされるだろう，

としている。

以下，主な植生（クズ・ササ類・

低木類・ススキ）に対する防除技術

の現状と問題点が述べられている。

時期別に床替した低温貯蔵

苗の活着と上長成長

北海道・林試北條貞夫ほか

光珠内季報No.28

1976年4月p.1～5

大量の苗木を，秋から翌年春の植

付けまでの間，人工制御環境で生長

を抑制したまま安全に管理できる貯

蔵技術が開発され，かつ，春の欄付



け時期を任意に定めることができれ

ば，床替や植付けを円滑に行なうた

めにも，霜害などの気象害やその他

の越冬中の諸被害を未然に防ぐため

にも，ひいては苗木の需給調整を組

織的に行なうためにも意義が大き

い，として，秋季苗木を低温庫に貯

蔵しておいて翌年いろいろな時期に

取り出して床替し，活着と上長生長

を調べ，その結果から低温貯蔵の方

法や床替時期などについて述べてい

る。

ミズナラの根切り育苗につ

いて（上）

北海道・林試斎藤新一郎ほか

林No.291

1976年6月p.1～6

ミズナラの育苗法について，従来

の育苗法に一つの改良を加えた新し

い技術としてとりあげたものであ

る。これは根切りをし，しかも床替

えしないで－据置いて－2年生

苗を山出ししようとするものであ

る。

まず，ミズナラの根の形態を述べ

た後，ミズナラは根にポイントがあ

り，イモ根（個性）を無視するよう

な育苗法や植付け方では，成林は期

待できないであろうとして，どうし

ても適当な根切り作業が必要とな

る。以下，根切りをする場合，その

深さをどのくらいにし，時期をいつ

にするか，などの諸問題が検討され

ている。

人形石山における地すべり

防止工事の総括

武雄営林署吉川信雄

暖帯林No.358

1976年5月p.18～31

人形石山と石倉山の東西にわたる

区域（佐賀県,長崎県）で，昭和26

年，27年，38年に大地すべりがあ

り，調査が実施され，防止工事が行

なわれたのであるが，その後（昭和

40年より）当署が関与することとな

り，指定地内の地すべり危険度の予

察と，40年度から50年庇までの間

に施行した工事に対する，その施工

効果が詳しく紹介されている。

木曽ヒノキ林の成立

長野営林局原田文夫

みどり28－5

1976年5月p.8～16

ヒノキ天然林が最も広く分布して

いるのは木曽，裏木曽であり，天然

林の平均樹齢はおよそ280年であ

る。以下，このヒノキ林の成因につ

いての諸説を紹介し，ついで木曽ヒ

ノキ林の大半は強度伐採跡の天然更

新であるという説を支持して，その

根拠を説明し，結局，徳川時代上期

の強度伐採の結果が，生態系の一時

的改変に止まり，放置状態にもかか

わらず伐採前に匹敵する森林が形成

されたことは，森林生態学あるいは

林業技術自然保謹などの観点から

みて興味ある問題としている。

ヒノキ寒風被害木の回復処

置

松山営林署竹内正ほか

林友No.590

1976年5月p.5～10

従来，ヒノキは主幹部が枯損した

ものは回復しないという考えが強

く，植替えが指導されていた。植替

えには多額の経費と労力の再投資を

必要とするとして，不定芽の発生が

期待できなければ，植物のもつ変

性，変形の性質を考え，枝の活用は

できないか，斜性の側枝を直性の主
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軸として，主粋部分を形成させるこ

とを考えたものである。以下，実行

結果，処悩俊の検討，処瞳の応用，

植替えと回復処憧の対比，が述べら

れ，結局，全枯型以外はすべて，ス

ギ同様の回復が期待できるとしてい

る。

トラクタ集材における荷か

け方法について

林野庁飯塚六朗

スリーエムマガジンNo.182

1976年5月p.10～15

ウインチロープ，スリング等の形

状と使用方法について，各営林局か

らデータを求め，その実態の分類と

考察を行なったものである。全体と

して，スリングの形は17種類，ウ

インチロープとスリングの結合方法

は10種類，ウインチロープの端末

処理方法は11種類で，これらはそ

れぞれの作業条件に適応して生まれ

たものとはいえ，いくつかの作業条

件ごとに，いちばん単純で安全な方

法があっても良いのではないか，と

している。

クズ退治：手繰りよせから

薬剤処理まで

福山事務所門田正

ひろしまの林業No.303

1976年6月p.10,～11

篤林家の秋山朝夫氏が実施してき

たクズ退治の体験を紹介したもので

ある。

○レグ研究委員会：日常生活圏に

おけるレクリエーションと都市

林

グリーンエイジNo.30

1976年6月p29～37
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わが国の国土利用計画は,昭和60集約的利用を特徴としているが，305月18日に

鵜年を目標とした国土利胴計画全国計年代後半からの急速な臘地の減少，閣議決定され農林
画，国土利用白書，農業白書などに腱地利用率の低下,地価の高l勝,などた国土利月1:･l･

よって明らかにされているように，で腔業経営自体も大きく後退した。画，国土利用白洲:などにおいては，

食極危機，人口増に対応したll"n60年の食職自給率の目

国土利用や環境整備に重点が食糧自給率の向上と標を75影とし,腱用地を現在

農地の確保の5"万h感から611万haに置かれている。

とくに今後も続くことが予拡大することを打ち出してい

想される人口増や世界的な食騒危機しかし,48年末の石油ショックにる。また，昨年5月にI淵艤決定され

に対応するため「宅地と食瞳自給率端を発した不況により，それまでのた「腿産物の需要と生産の長期見通

の向上のための農用地の拡大」が重高度経済成長から安定経済成長へとし」においても，食樋の国際的な需

要視されている。移行し，農地の都市的土地利用は停総関係が不安定である状況のもと

国土利用白書によると，昭和47滞気味となっている。また49年度で，わが国股業の食撒自給力の向上

年における国土の利用形態は，農用の農地利用率は，稲，飼料作物などを図るたぬ,昭和60年に農地585万

地，森林，原野などが85％，水面，の作付面職の増加によりわずかに上ha,採草放牧地25万haを確保する

河川，水路，道路が5影，宅地が3昇した。ことにしている。

％，その他7影となっている。まこのように腱業をとりまく環境はこのように食織自給率の向上を図

た,40年から47年の間には，高度変化しているが，食凝需要の急速なるため今後10年間に12万haの農

経済成長に伴って進行した都市化．増大に国内生産が十分対応できず，用地をふやすことにしているが，股

工業化で宅地と道路が増加した半食糧農産物の総合自給率は35年の業労働力とくに埜幹的腱業従事者の

面，農用地は44万haも減少した。90%から49年の72%へと低下して減少，老齢化の進行，股村社会の変、

本来，わが国の農業は狭い国土のいる。ぼうによる農地利用の粗放化，農業

(単位：千ha)所有形態別森林面積の推移
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2．4 ｡L31私有林 11314，37214，19114， わが国の森林面砿は2,450万haで

国土面職の約2/3を占めている。近

年における森林面職の動きをみる

と，30年代後､膿には微増傾向にあっ

たが,40年代飾半には横ばい,40年

代陵半にはわずかながら減少傾向で

推移している。これは，森休から股

用地，住宅用地等森林以外への転用

による面積減少と,1.11間地等の腿用

地への造林や原野，採草地等への造

林による面職増加とが,‘10年代前半

はほぼ同程度であったものが,40年

代後半になって前者が後者を若干上

回ったためである。

△3-3 △0.72,6891

-ﾗZ弱’
公有林 2，746 2，656

2.617,4581国有林 0－5

資料：農林省「林業属地基本調査」同「1960年及び1970年世界腱林業センサス」
注：1）35～45年には沖繩県分を含まない2）45～50年の増減率は沖蝿県分を
除いて算出した3）公有林には造林（林業）公社を含み，国有林には森林開
発公団を含んでいる

地域別（45～50年）森林面積増減率（影）
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生産基雛，生活環境施設の立ち遅

れ，山村地域における離農，林業経

営活動の停滞など数多くの問題をか

かえている。

国土利用白瞥では，これらの問題

を解決し食糎自給率を1句上させるに

は，①都市的土地利用と腿林業的土

地利用を計画的に調整し優良股地の

確保につとめる。②鵬業のもつ自然

のリサイクリング機能の回復。③広

い国土を維持する腿林家の雌保が必

要だとしている。

この場合,"I11村の特性に応じた

総合約環境の改善整術が必要であ

り，とくに農村では土地利用型農業

の育成，地域鰹業の組織化，都市に

比べ立ち遅れた生活環境の改善整備

などが重要である。

いずれにしても今年度中に策定す

る都道府県計画で，この農地確保目

標がどのように具体的なものになる

かが焦点となっている。

40年代後半について,保有形態別

森林面職の動きをみると，私有林が

減少しているのに対し，公有林，国

有林はいずれも増加しているが，こ

れは私有林に対する造林公社および

森林開発公団による分収造林面積

を，統計上それぞれ公有林と国有林

に計上していることが大きく影響し

ているものと考えられる。

同じく40年代後半について地域

別動向をみると，東北をはじめ4地

域で増加し，北陸は横ばい，他の8

地域では減少している。減少してい

る地域の多くは太平洋ベルト地帯に

属し，都市化の進んでいる地域であ

るが，増加している地域はいずれも

農林業を主体とした農山村型の地域

である。
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義議磯讓離簔朧
呂＝

吾＝
＝二

三企業の保有する資金の量がだぷは不況からの回復過程とみなせ三
＝ 匡

臺ついて，いわゆる「過剰流動性るのでKは下がり始秘なければ冒
三

言インフレ｣が発生し,政策当局ならないのですが,最近の動き筐
:＝ 三

三は金融の量的コントロールの必は反対に．マネーサプライがしだ三
二呂
冒＝

三

言要性を痛いほど思い知らされまマいに増加してきており,K値言
言した。それ以後マネーサプライはかっての過剰流動の狂乱期臺
三 ．＝

言のｺﾝﾄﾛーﾙは,金融政策のネ（82;1%)に近づき,何か手を冒
三主要な指標とされるようになっ打たぬとまたぞろインフレが超言

""_""|Fる可"…と警告する脚冒三たのです。

三マネーサプライをみるには現きが出ています。三
三 ＝

三金と通貨性預金(当座預金,普サ日銀などは,資金量の増加に三三
三通預金など）に定期性預金を合はずいぷん神経をとがらせてい三
三 三

言計したものを一応の目安にしてプるのになぜﾏﾈーｻプﾗｲが増鬘
言います。これが個人や企業のもえるのかというと，このところ言

諒駕溺雛ラ鴛鰹隠鴛虐
言の預金が入っていない)が'直イ絵ば'銀行の貸し出しなどの民喜
三接需要に密接した資金量の把握間に対する信用供与，銀行が国三
＝ﾆ
ｰｰ

ﾆｰ

ﾆ＝

三にはこれがほぼ妥当です。侭を引き受けて政府に信用を供三
三

言日銀は,このﾏﾈー ｻプﾗｲ与し政府がそれをもとに行なう喜
言の動向に神経を使っています財政支出,民間が入手した外貨冒

言懸繍撫鰯灘彗歳聰職冒
言に比べて15.4筋の増加を示しん大きいのは民間への信用供与言

喜ています。によるものです(約8割以上)言
目＝ ＝

三マネーサプライが過大なのかが，最近は国債引きうけによる三
三 ＝

＝

言それ程でもないのかは，経済の対政府信用供与による増加が目三
ﾆｰ
ﾆ＝

＝

＝

三規模・取引の量との比較で判断立って大きくなってきました。三

言されます｡そこで,普通は経済銀行が国債引受けした分だけ民曼
＝

量全体の取引量を示す国民総生産間信用供与を縮小すると,せつ三
号＝ 三

簔
薑Kは80.4%でした｡不況になるところかなりむずかしい状況に壹
三

＝

三とGNPの伸びが落ち，一方でなっています｡
三

・＝
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一

労務管理は，一般にはどのよ

うなことが問題となるのか，こ

の本を読んでみるのは一種の興

味そのものであった。私にとっ

て労務管理とは，時間管理，出

勤簿・休暇簿の整理のほか，労

働組合との団体交渉の問題くら

いに考えていた。団体交渉につ

いては直接その業務に携わって

いないと，一歩離れたこととし

て感じていた。しかし，この本

を読んで労務管理の範囲は広く

深いものであることを認識した

のである。

ちなみにこの本の内容につい

てみると,｢まえがき」と聡論」

で労務管理の全般について，第

1章では職場管理のためのリー

ダーの心構えと，モラールの高

揚をそのまず第一の問題とし，

第2章以下で労働に関する憲法

と関係法津の基本，労働情勢，

教育訓練，労働運動史，労使関

係や団体交渉，さらには就業規

則と関連協約，給与・賃金や功

程管理，安全管理等に関するこ

とが，平易で簡潔な文章で書か

れている。

各章の始めにケイ囲みで要点

を述べて，問題のとらえ方の焦

点をどこに当てるかを示唆して

おり，随所にみられるイラスト

や写真，要所をゴジックで表わ

しているのをみると，一層内容

の理解が深められる。

また事例（判例）が多く載せ

られており，著者が「まえがき」

で述べているように，「偏見や

片寄りがないよう十分意を尽く

した」ことがうかがえる。

一般に労務管理といえば労使

関係問題と思われがちであり，

労働組合関係に対する本は多く

謹競識

片岡秀夫著
b

〆
幻

労
務
管
理

参

一

われわれの生活にかかすことのできない

トイレット・ペーパーは，下級なものとし

て，熊意識のうちに取り扱われている場合

が多い。戦前には，蛾下級紙の代表ともい

うべき，浅草紙というのがあった。雑誌な

どの再生紙であるため，活字が雌慨のまま

ペ
ｉ
パ
ー

ト
イ
レ
ッ
ト

季
覗

すき込まれていて，それを拾し､銃みする楽

爪 活様式の発逮につれて，しみがあった。生活様罰

股近では，あのような鼎§い紙を見ることは

ない。写翼はごく一般的なロ 一ル巻きぺ･一

パーの左下コーナーを倣ったものである。

なり長い良質の木質繊維が含まれていか
A5判256ページ

日本林業禰査会

東京都新宿区
市ケ谷本村町28

ホワイトピル内

1976年3月25日

発行

定価1,500円

る。地合いを均質に，.吸湿性良く，ちぎ

安くしなければならない。さりとて，指

れ
で

つまんだだけで穴があくようでもこまる。

余り叩解しなb､長短各種の繊維をほどよく

世界で日本ブレンドするのがこつらしい。

ほど白い良質の紙を使っている国は少

い。地球に緑がなくなりつつある現在「

の消費は文化のバロメーター」などとう

ぷいてはいられなくなりつつある。いつ

な
紙
そ
か

再びなつかしの浅草紙にふれる時代がくる

その時はもっと楽しい1，かもしれないが，その

イレットペーパーに技

ことであろう。(50×）

（林試

片
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術ば改良してくれる

宇佐見園典氏提供）
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みられるけれども，企業内の労

務管理の全般について述べられ

ている本に接したのは初めてで

ある。

この本を読み縫えて，労務管

理の全般を知ることができたと

同時に，職場は「労働者が進ん

で働くことのできるところ」で

ありたいことが，再認識でき

た。また，職場で側くことの意

味を考える本として，労務管理

に直接関係のない人が読んでも

きわめて有意義な好書として推

薦したい。

なお，本書の各章を紹介する

と，つぎのとおりである。

第1章職場の労務管理

第2章恋法，労働法

第3章労伽雑木権をめぐる

問題と労側運動の特徴

第4章ILO(国際労働機

関）

第5章教育訓練

鰯6章国有林の労働運動史

箙7章国有林労務の現状と

労使関係

節8章不当労働行為と苦情

処理制度

節9章団体交渉と労働協約

"10章就業規則

第11章勤務時間,休日，休

暇

第12章給与,賃金,標準作

業蹴

第13章安全管理

巻末に，職群，職種，特別休

暇・欠勤の承認，社会保険など

の一覧表が収められているほ

か，索引があるのも親切であ

る。

（林業講習所安富明子）
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Ir三筐壹〃

技術と経済

物的生産が行なわれる場合，技術

が必要である。これは，工業生産の

場合でも農林業その他の生産の場合

でも同様である。

＊ ＊

経済的発展は，その大部分を技術

の進歩によって保証されている。林

業の場合も当然そうあるはずであ

る。

＊ ＊

技術とほ，広辞林によると「理論

を実際に応用する手段」または「理

想を実際に表現するわざ」と説|ﾘJさ

れているが，経済的にいうなら「投

入される生産諸要紫の有効利用の度

合を高ぬるための手段」－すなわ

ち「生産諸要素の生産性を向上させ

るたぬの手段」であると説明するこ

とができよう。

＊ ＊

わが国の林業における生産諸要素

の中で，いま特に生産性の向上を必

要としているのは労働生産性の向上

である。

＊ ＊

わが国の森林地滞は，急峻な地形

が多く，林地の平均所有面積も比較

的小面積であるため，機械化が悶難

であるだけに労働生産性の向上は誠

にむずかしい技術問題である。

＊ ＊

しかし，林業就業者数は，昭和40

年当時37万人であったのが昭和49

年には21万人に減少しており(総理

府「労働力調査｣）就業者の年齢栂

成についても昭和40年に39歳以下

の比率が52.9％（森林組合統計)で

あったのが,昭棚49年には30％(総

理府｢就業椛造離水澗査｣）に低下し

ている。このように，就業者の絶対

数の減少ばかりでなく，労働の質的

低下による労助力の減少という事態

に対して，いかに困難であってもそ

れを克服して労仙生産性の向上を実

現すべき手段＝技術の確立を行なわ

なければ，林難は経済的に衰退せざ

るを得なくなるであろう。

＊ ＊

第2次大戦後わが1画の林業界は，

荒廃した林野に営々として造林を実

行してきた。しかし，現在わが国は

世界最大の木材輸入国となってお

り，木材の愉入並は増大すると推測

されている。

＊ ＊

一方，世界の森林資源について

は，将来その供給力が需要に対応し

得なくなるのではないかという鬮隙

的問題になりつつある。わが国の森

,林資源対策上はもちろん，世界の森

林資源対策上からも，立派な森林を

育成するということだけでなく，わ

が国の林業を経済性の優れた産業と

して発展させることが必要である。‘

＊ ＊

経済性の優れた林業を実現させる

ため林業技術一このことを，いま

林業技術者は追求し麓ければならな

いのではあるまいか。(M.N)

この欄は綱集委員が担当しています
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若齢林分の保育問題

圏その多面的な検討■

16（最終回）

私有林の経営類型

と保育問題

熊崎実

はじめに

昨年の4月から始まった保育問題シリーズも，各分野

の専門家の協力により，いよいよ完結の通ぴとなった。

今回私に与えられたテーマは，林業経営の面から森林

保育のありかたを総合的に考えることである。たしか

に，保育技術を選択し実行するのは林業経営であり，そ

のような技術の総合的な評価は経営の場でなされ踵けれ

ばならない。しかし一口に林業経営といっても千差万別

である。それぞれの経営タイプにそくして考えないと論

議がいたずらに混乱する。

そこで本稿では，私有林とくに個人有林に焦点をしぼ

って，経営の類型化を行ない，それぞれの類型ごとに保

育上の問題点を整理してみることにした。同時に各経営

タイプでの森林保有のありかたや対策の方向づけについ

て若干の私見を述べることになるが，この点になると各

人の意見が分かれてくるであろう。筆者のような見方も

あるということを知ってもらえれば幸いである。読者諸

賢の建設的な批判に期待したい。

1．センサス統計から

1970年世界農林業センサスによると,1ha以上の山林

を保有する世帯（林家）は全国で約114万戸ある。山林

保有面積の大小によりこれらの林家を7つのグループに

分け，森林構成，林産物の販売状況，育林作業の実施状

況をみておく。表･1から次のことが知られよう。

①保有山林面溌に占める人工林の割合は，60年センサ

スの時点から70年センサスの時点にかけて各階層で

およそ10影高まった。

②人工林中の幼齢林分の割合は4観模厨ほど大きい。

③この10年間に植戦した林家の比率は低下したが，

人工林なかんずく幼齢林分が増加したため，手入れを

行なった戸数がふえ，育林の実行比率が押しなべて高

くなった。

④他方，林産物を販売した戸数の比率は顕著な低落を

みた。とくに小規模階層でそれが著しい。

⑤保育作業が増加した反面，林産物の販売がますます

困難になった結果，林業経営における投入と産出のバ

ランスが大きく崩れてきた。

センサス統計からは巨視的・平均的な傾向しかつかめ

ないけれど，わが国の私有林における保育問題の一端が

表.lに集約されているように思う。生産期間の長い林

業では育林への投入と林産物の販売とが乖離しやすいと

はいえ，林産物の販売がないまま育林投資を続けるのは

やはり困難なことであろう。成熟林分の少ないﾉ｣規模経

営を中心に造林の停滞や保育作業の放棄がみられるよう

になったのも無理からぬことだ。

2．私有林の経営類型

山林の保有面秋というのは林業経営の特徴をあらわす

重要な指標であるが，同じ面積を持っていても，育林作

業をよくやっている経営とあまりやらない経営とが併存

している。私どもは育林作業の実行状況に着目して，す

べての林家を次の5つのタイプに類別した。

(A)育林関係の施業がほぼ満足に行なわれている。

(B)必要最小限度の施業が趣んとか実行されている。

[B･〕投資能力が低いため育林施薬が不十分で，改良

を要する林分や保育の手おくれ林分が目立つ。

(c)資力はあるけれど，何らかの理由で必要な施業が

なされていない。

(C｡)投資能力，意欲ともに欠落していて森林が放置

されている。

この区分に林業生産の規模の指標を付加しよう。それ

には山林の経営面賦を使うこともできるが，経営の性格

をみるにはかならずしも適切とはいえない。山林の面積

が同じでも個別経済に占める林業部門のウエイトはかな

り異なっている。ここでは面積規模をとらないで，個別

経済での林業部門の位置により，主業型，複合型，副次

型，付随型，放徹型の諸類型を想定することにした。す

なわち
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表･1林家の生産活動（1960および1970年農林業センサス） 影
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表・2類型別経営体数 (所有山林面菰1ha以上）
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出所；水利科学研究所「森林造成維持蜜用分担関係設定調査報告書一一木曽三川流域」（1976）

〔主業型〕林業生産が個別経済において最も主要な生産し，その地域の森林を所有する1ha以_上の林家全部に，

部IIWとなっており，個別経済の年々の計画はこの部門調査がかけられた。木曽三川流域はその私有林業の性格

を軸にしてたてられる。において比較的わが国の平均に近い。調査戸数はそれほ

〔複合型〕林業生産は主要部門を形成するほど大きくはど多くないけれど，各々 の経営類型がどのような頻度で

ないが，個別経済でのウエイトは高く，年々の収支計出現するか，おおよその見当がつけられるであろう。

画において山林からの産出と山林への投入がかならず全体の調査戸数のうち主業型といえる林家は1.5％ほ

予定される。どしかない。複合型は全体の6影,副次型は16％になっ

〔副次型〕林業での投入産出が間断的である。しかし何ている。どうにか林業経営のていをなしているのはここ

年かおきに林業部門から収入があがるのはほぼ確実でまでであろう。数のうえでは付随型が50%をこえ最も

あり，所有者もそれを期待している。多い。残りの24％が放置型である。所有而職との関連

〔付随型〕;泳業部門のウエイトが低く，林業からの収入でいえば，主業型→複合型→副次型→付随型→放置型の

はごくたまにしかあげられない。林業生産は個別経済順に平均山林面積は小さくなる。しかし付随型や放置型

のつけ足しであり付随的な性格が強い。のなかにも50ha以_この林家がかなり含まれていること

〔放置型〕山林を所有していても，林業生産を媒介とすに注意しなければならない。

る個別経済との結びつきが断たれている。山林所有のそして個別経済での林業部門の位霞が低くなり，かつ

目的がほかにあるか，あるいは特定の目的をもたない 個別経済との結びつきが弱まるにつれて，満足な青林施

単なる土地所有のいずれかであろう。業が実行されなくなる。さすがに主業型林家は育林に熱

育林施業による5つのタイプと林業部門の位置による心でその過半はAタイプにランクされる。複合型では8

5つの類型を組みあわせると，理論的には25の経営類割以上がAとBに入るが,B･もいくらか出てくるよう

型ができあがる。表･2は最近私どもが木曽三川流域でだ。副次型と付.随型ではAタイプが減少するかわりに，

行なった調査の結果をまとめたものだ。当流域の私有林B・やCといった問題の多いタイプが増加する。さらに

を代表するような9つの市町村から一部の地域をぬきだ放置型になるとまともな施業がほとんど行なわれない。
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CとC･の両タイプが9割近くを占める。

ついでに各タイプの平均的な人工林比率とその成熟度

をみておく。表･2の右端に示すとおり，人工林の面積

比率ではAの51%からC･の7%までまことにはっきり

した落蕊がある。高齢級の人工林の割合においても，ほ

ぼ同様の傾|句が看取されるが,CとCOタイプは近年の

植林面稚が少ないため，高齢級の比率が相対的に高くな

ったと思われる。いずれにせよ，人工林比率が高くて利

用可能齢級の人工林を多く保有することが熱心な育林施

業を実行させる条件になっている。もっとも，熱心であ

るからこそすぐれた森林椛成になったという一面も無視

できない。

3．各経営類型の特質

<Aタイプ（熱心にやっているもの)>このタイプの

特質は，山林所有規模のいかんを問わず，林業部門が個

別経済のなかに安定して組みこまれていることと，育林

への資源投入がおおむね満足な水準に達していることで

ある。主業型経営では必要な育林費がおおむね林業所得

で賄われているとみてよい。比較的早くから造林を行な

い林種転換もほぼ完了した。人工林からの収入も継続的

に得られるようになった。つまり人工林を軸にして回転

する林業経営の体制が目にみえて整ってきたのである。

収入がふえればいっそう集約な施業も可能であろう。

Aタイプの複合型も林業生産の規模はいくぶん小さく

なるが，森林の構成では恵まれている。林業部門内部で

の資金循環は比較的スムースで無理がない。ただ副次型

の経営になると，年々 の林業所得だけでは育林費を賄え

ない経営が多くなり，不足分を主要部門の所得で補充し

なければならない。したがって主要部門の所得狸得力や

安定性がこのタイプを生みだす重要な条件である。さら

に山林面職の少ない付随型でもそれがいえるであろう。

Aタイプの副次型，付随型経営で特徴的なことは，た

えず山林に出向くような人物が家族のなかにいることで

ある。この役目を受持っているのは普通は年輩者である

が，若い世帯主やあとつぎ力受け持つこともある。それ

ゆえ主業の種類からいうと，在村型の腿家で自家労力に

依存するものが多い。

<Bタイプ（なんとかやっている)>所有山林面職の

大きい階胴でも小さい階層でもBタイプの林家が多数派

を占める｡50ha以上層の副次型と付随型では過半がBタ

イプだが，これらの経営は経済力の許す範囲内で手おく

れの目立たない程度に保育を実行しているといえよう。

数のうえからいえばBタイプの3/4は10ha以下の林

家である。必要な保育作業量もそれほど多くはない。腱

閑期の労働力で最小限の保育が実行できるであろう。ま

たこのタイプには腿家以外の林家（とくにサラリーマン

型の非腱家）がかなり多いが，その賃金収入の施囲で雁

用労力をいれて山の手入れが行なわれている。今のうち

に植えられるだけ植えておいて，なるべく早く手のかか

らない人工林に仕上げ，あとは資産価値の増大を待つ，

といった態度がみえる。山林面積の少ないBタイプの特

徴の1つは，林業収入を当面あてにしないかわりに，築

約な施業もしないことである。

ただ森林の内容はAタイプよりもかなり劣る。収入が

あがらないだけに林業部門の位置は不安定になりやす

い。主要部門の動きいかんで育林投資がとだえる可能性

がある。付随型経営にあ．ては最小限CやC･への転落

を防ぐこと，複合型，刷次型にあってはB･やCへの変

質を回避し，できることならAタイプに引きあげること

が望ましい。

<B・タイプ（手入れ不足が目立つ)>このタイプの

なかには所有面積の比較的大きい経営がかなり含まれて

いるが，森林柵成ではB類型よりもさらに劣る。林分改

良を要する林分や要保育林分も多いはずである。しかし

林業収入があまり期待できないうえに，主要部門の所得

は必要な育林投涜にみあうほどの家計余剰を生みだして

いない。

B･タイプのほとんどは，在村型の農家であり，主と

して家族労力に依存するタイプである。かつては薪炭生

産である程度の所得をあげ，農林複合経営の1つの典型

であった。その後人工林経営への転換をめざすことにな

るが，現在では収入の減少，必要投資額の増加という苦

しい時期にさしかかっている｡早くから植林していれば，

所有規模の大きいものはAタイプの複合型に移行し，ま

た主要部門がしっかりしていれば，小規模の所有者でも

AないしBタイプの副次型に移行したかもしれない。

農業経営からすると，その地域の中堅農家である。兼

業に専念するには挫業生産の規模が大きすぎるし，林業

にも頼れない。多分に中途半端な位置にある。いわば

B･タイプは，わが国の私有林業を代表する農家林業の

苦悩を集中的に背負っているともいえるであろう。

<cタイプ（賓力はあるが関心がない)>このタイプ

には非農家が多い。山林面積の大きいもののなかには，

ゴルフ場や別荘地を造成するために観光開発会社などが

買収したものがあるし，あるいは都市域の個人や企業が



不動産投機の目的で取得した山林が含まれる。森林の保

育作業はほぼ完全に放棄されているとみてよい。そして

悪いことに，買収にかかるというI蝋が周囲の山林所有者

を動揺させ，施業意欲を著しく低めていることもみのが

せない。

20ha以下のCタイプにも非農家の割合が高くなって

いる。非農家は人を雇ってまとめて造林するか，全くや

らないかの両極端に分かれるようだ。前者はおおむねB

タイプに入りCタイプに現れるのは後者で林業経営への

関心がうすい。農家では畜産経営など専業度の高いもの

にcタイプが多くみられる。腿業が忙しすぎて遠い将来

にしか収入の得られない林業までは関心が及ばない，と

いうことであろうか。

<c･タイプ（資力･関心ともにない)>付随型の林業

経営は悪くするとc･タイプに雌化する｡このタイプのほ

とんどは在村型の農家で所有山林面職もそれほど大きく

はないが，農閑期の余剰労働力はすべて日銭かせぎなど

にむけられてしまい，山仕事に手がまわらなくなった。

雇用労力を入れるだけのゆとりもない。また，アブノー

マルな家族構成が育林作業の実行を困難にしていること

もある。一家の柱となる者が死亡したとか，病気である

とか，外に出ているといった場合がそれである。このよ

うな不幸があったとき，山仕瓶は最初に整理される。

4．森林保育のありかた

錐者が措定した各経営タイプの特質は以上のとおりで

ある。もちろんこの区分は不動のものではない。個別経

営をとりまく環境の変化により，また家族構成や個別経

済の推移にしたがって，これまでも動いてきたし，将来

とも同一のタイプにとどまるとは限らないであろう。た

だ近年，よくやっている経営とやらない経営との較差が

ますますはっきりしてきたように思う。したがって私有

林経営の保育問題を考える場合も，この事実を無視する

わけにはいかない。以下，各々の経営タイプごとに森林

保育のありかたと施策の方向を検討することにしよう。

まず問題の多い経営類型からとりあげる。cやC･の

経営タイプに集約な保育作業を要求するのは，全く無茶

な話である。潜在的な生産力がとくに高い場所での樹種

更改や林分改良と，人工林での最小限度の保育作業の実

行が当面何にもまして求められている。それゆえ保育技

術の面では,ベストの技術ではなく,育林技術の粗放化の

限界のようなものが明らかにされなければならない。つ

まり,幼齢林の成林を保証し,森林を健全な状態で保持す
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るには，最低限どのような保育が要求されるかである。

従来この面の研究が意外に軽視されてきたように思う。

さて，必要最小限度の施業要件が明確になると，それ

をいかにして実行させるかが問題になる。おそらく旧来

の補助金政策だけでは不十分であろう。CやC･タイプ

は補助金を与えたくらいでは保育作業をやりそうにな

い。保育作業のミニマムを義務づけると同時に，必要と

あれば公的機関などがその作業を完全に代行するような

システムが望まれる。たとえば施業費用の全額をきわめ

て低い金利で森林組合に貸付け，組合が一括して施業す

る方式が考えられよう。この場合主間伐材の生産販売は

森林組合にかならず委託するという条件をつけ，施業費

用を木材販売収入から回収することにすればよい。た

だ，不動産投機を目的とした山林取引の規制や保育の義

務づけなどの強い描臘が可能かどうかが問題である。

B･タイプの経営は資力は弱いが林業経営への関心を

失っているわけではない。補助金が最も有効なのもこの

タイプである。また当面の収入をふやすような方策があ

わせて要求される。一部の森林組合では間伐を集団的に

実行し，その収入を造林保育の施業受託の経徴にふりむ

けている。あるいは農閑期の労働力を森林組合の労務班

に積極的に組みいれ，山林所得の不足を賃金所得で補な

う方式も検討に値する。いずれにせよ林業部門の資金循

環を円滑にしてやらない限り,B･タイプの手入れ不足

は解清できない。

保育作業がいくぶん粗放になるのはやむを得ないであ

ろう。ていねいな除間伐や枝打ちがとりいれられるの

は，収入がある程度あがるようになってからの話であ

る。林種転換を要する林分もこのタイプに多いが，拡大

造林は公社・公団造林にゆだね，さしあたっては幼齢林

分の手入れ不足の解消に力点をおかねばなるまい。

Bタイプの経営では手入れ不足が目立たない程度に保

育が行なわれている。しかし付随型の経営が多く，はっ

きりした生産目的をもって施業しているのは稀れであ

る。森林はあくまで予備的な資産であり，まとまった金

が必要になれば比較的短い伐期で近い将来に伐られるだ

ろうし，必要がなければいつまでも残されるかも知れな

い。山林所有者のこのような行動を非合理的ときめつけ

るのは，いささか的はずれな批難というべきである。個

別経済における山林部門の役立ちかたはそれぞれに違

う。農業収入で経常的な家計費をまかなっている農家が

森林に予備的な機能を期待するのは至極当然のなりゆき

であろう。このような場合，ある生産目的に特殊化され
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た保育技術ではかえって都合力轤い。将来短伐期になっ

ても長伐期になってもどちらにも融通のきくような保育

方式が望まれる。

先にふれたことだが,Bタイプの経営には多少不安定

なところがある。B･やCに転落する可能性が残ってお

り，それを防ぐにはB･と同じような助成策が要求され

よう。一方山林所有規模の大きい経営のなかには,Aタ

イプの主業型や複合型に移行できそうな経営も少なくな

い。これまで家計余剰をつぎこんで仕立ててきた人工林

から収入があがるようになれば，より集約な育林施業を

とることもできよう。

Aタイプの経営になると，自力で保有を実行するだけ

の力をそなえている。たしかに木材価絡の低迷と賃金の

高雌は造林投資の利回りを低め，資金の調達を困難にし

てきた。しかし生産期間が長いとはいえ，いったんゴー

イング・コンサーンとしての林業経営の体制ができあが

ると，伐採収入で造林費がカバーされ，造林費は新規投

資というより，機械施設の置換費用に類した性格をもち

はじめる。計算上の利回りの低さはかならずしも経営の

圧迫要因とはならない。

労側力が豊富で山林面積の小さい経営は，単位面積あ

たりの収益をできるだけ大きくするような施業方式を選

ぶであろう。逆に規模の大きい経営では単位面積あたり

の労働投下量が少なくてすむような長伐期施業を選ぶか

も知れない、このクラスでは経営条件のいかんに応じて

保育の方式が多様化する。個々の保育技術にはそれぞれ

のクセがあり，経営にもさまざまな個性がある。いかな

る技術も経営との「相性」がよくなければけっして普及

しない。

技術を普及させるうえでとくに重要なことは，各技術

の経営的な特質を明確にしておくことである。収入と支

出の比較だけでは十分ではない。必要となる労働の質と

瞳,'その投入時期，他の生産技術との関連性などが経営

との相性をきめる重要な因子となる。加えてマーケット

との関係が無視できない。たとえば枝打ちという作業

は，植栽・保育・材の販売・加工までを包括したシステ

ムのなかでこそ，その本来の成果が期待できるといわれ

る。思いつき的に枝打ちしても，良質材はとれないし，

製材業者も高い価格で買うのをためらうであろう。

生産目的が特殊化するにつれて市場との関係が問題に

なる。現在高く売れているからといって，将来その材の

供給がふえたとき高く売れるとは限らない。残念なこと

に将来を見通すことは困難である。せいぜいわれわれに

できることは，危険を分散させ，ありうべき損失をなる

べく小さくするように努力することである。自然条件に

あわせていろいろな林分を仕立てておき，需要榊造の変

化に適応できるような弾力性が欲しい。あらかじあ目的

を定めてそれに合った施業を行なうのが最も効率的であ

るが，持山全部をそうしたのではリスクが大きすぎる。

現にさまざまな材の注文に応ずるための森林栂成を意識

的に多様化している林業経営がみられるようになった。

最後に間伐について一言述べておきたい。周知のよう

に民有林の間伐対象林分は年々ふえつつある。間伐材の

売行き不振が大面積の過密林分を生みだすとともに，保

育資金の洲達を困難にしている。間伐対策としては伐出

作業でのコストダウン，流通過程の合理化，販路の確

保，開妬があげられているが，いずれも零細な私有林経

営が独自で解決できる問題ではない。何らかの集団的対

応を必要とする。しかし集団化が成功したとしても間伐

材の販売には一定の限界があるのではあるまいか。

今日，スギの主伐材でさえ，外材とのきびしい競争に

さらされている。間伐材は主伐材にくらべて伐出コスト

が高くなるのは避けられないし，若齢木特有の材質上の

欠陥をもっている。現在のところ間伐材の潜在需要はそ

れほど大きいとは思えない。間伐材の伐出コストが全搬

的に引きさげられると，間伐材の価格が低落する恐れも

ある。また有利な販路が確保されたとしても，わが国の

間伐材程度のものは，北米やソ連からいくらでも入って

くるから，せっかく創出した市場も輪人材に食われてし

まうということにもなりかねない。

なるほど一部の熱心な林業家は間伐材を上手に売って

いるが，それは間伐材の仕立て方がすぐれている場合と

特殊な販売ルートを確保している場合に限られるよう

だ。誰でも真似できるというわけではない。あるいは誰

もが真似をしたら，誰もが有利に売れなくなる可能性が

あろう。間伐材が本絡的に売れるようになるのは，主伐

材の需給がひっぱくして木材価緒の上昇と品質による価

格差の縮小が生じたときである。間伐材とくに4経木の

販売についてはあまり大きな期待をかけないほうが賢明

のように思う。売れないから間伐しないという通念が支

配的である限り，かなりの面積の人工林が不健全な過密

林分でおおわれることになる。

（くまざきみのる．前林試経営部現調査部）

1年余にわたりました「若齢林分の保育問題」は今回で終わり

ます。残された問題もまだ多く，関係各位の一層のご努力を期

待いたします。ご執筆の各先生方には厚くお礼申し上げます。
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凸444446444jjddddd を行なった。そして，動作パターン

を明らかにするために，丸太の径級

差による鋸断時間の違いを考慮した

単位時間あたりの移動量と鋸断終了

までの動作軌跡を被験者ごとに求め

た。

3．結果と考察

1）移動量からの比較

被験者の動作のちがいが明らかに

なるように，被験者Aの頭部移動量

を100とし，各被験者の測定部位の

移動割合を求めたのが表･1で,それ

を測定部位別に示したのが図・1で

ある。同じ玉切鋸断中でも，被験者

によって身体の使う部分が異なり，

被験者Aは肘を，被験者Bは肩と両

手，被験者Cは両手で，とくに左手

を多く動かしていることがわかる。

篭会員の広場

8mmフイルムによる玉切動作分析

橋本洋一

2．分析方法

玉切動作は鋸断位置の高さによっ

て違ってくるので，このテストでは

鋸断はじめ位置（スギ丸太の上端

面）を膝の高さに合せ，被験者3名

に玉･切りさせた。そして，その時の

玉切動作を8mmカメラ（フジ401

Z)で撒影した。映像は映写装置

（フジメモモーシヨンMA60)でモ

ーションアナライザー（フイルモー

ションF106)のスクリーンに映し，

人体主要部,すなわち，頭，肩，肘，

手，腰，膝の動きを，玉切りはじめ

から終了まで1秒間隔ごとに，アナ

ライザーのXY軸のクロスヘアで追

跡し，その座標を自動読取装置(E

O-6W)で読取った。

このようにして読取った数値は，

搬影時における撮影機のプレや分析

時のフイルムのズレによって生ずる

映像の座標補正，および，目的とす

1．はじめに

栃木県では昭和49年度から，国

の「林業労働安全衛生確保特別対策

の推進について」の要請による，林

業労働力対策実施要領の一環とし

て，作獅謄率向上と労働安全確保を

主目的に，伐木造材用訓練シミュレ

ーターを活用して，伐木安全士の養

成研修を本格的に実施してきた。

研修にのぞみ，丸太を鋸断すると

いう動作を注意深く観察すると，各

人各様の動作がみられ，その違いは

受識者の技能レベルに関係があるよ

うに思われた。その点から，今後の

鍵成研修のためには，なにか基準に

なるような動作パターンをつくる必

要性を感じた。

幸いにして，昨年5月から3カ月

間「林業労働における作業改善」の

テーマで，林試機械化部作業科に研

修生として過す機会を得たので，林

業労働の動作分析を長い間にわたっ

て研究している研究室の方たちに指

灘をうけながら，動作分析の手法に

ついて勉強した。林業労側は複雑

で，作業の動作分析といっても，簡

単にできるものではないが，このた

び比較的動作の単純な玉切りについ

て,8mmフイルム上からその解析

を試みた。

400
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時のフイルムのズレによって生ずる
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表･1玉切鋸断中における身体各部の移動量(cm/鋸断1秒あたり）
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〔注〕（）内は被験者Aの頭部移動瞳を100とした時の被験者の測定部位の移動割合を示す
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圧着して玉切りする方法のた泌，そ

の影瀞もあり，このような軌跡を示

したとも考えられる。次に，被験者

Cは被験者Aのように単純で，指向

性のある動きのようにみられるが，

被験者Bと同様に，体軸と作業点が

離れ，手腕部の動きが大きいのが特

徴である。

以上のような被験者B,Cの動作

軌跡からいえることは「チェーンソ

ーのような振動工具を使う者の動作

からみれば，あまり感心した動作と

はいえない」ということである。

3）動作とチェーンソーの使い方

前述した分析結果からチェーンソ

ーの使い方を考えてみよう。

チェーンソーのような振動工具を

使用するときは手腕系への振動の伝

達も考慮しなければならない。この

関係を作業動作の面からみたチェー

ンソーの使い方について，辻ｴ)はい

くつかの点をあげているが，その中

の主なポイントをあげると次のとお

りである。

①磯械をできるだけ体軸に近く持つ

②左右ほぼ同じ重璽に配分して持つ

総体的にみれば，被験者Aは他の

2人に比べて上半身の移動量が少な

く，逆に，若干であるが，下半身の

移動量が多い傾向を示している。移

動錨の特徴から，肘部の動きが多く

なっているけれども，身体全体を適

度に助かしている型であり，このよ

うなタイプは動作からみた労働負担

の「全身分散型」といえよう。

被験者Bは被験者A,Cに比べて

頭部が多く動いているが，特徴的な

のはチェーンソーを直接保持し，操

作する左右の手と肩を大きく助かし

ていることである。つまり，このよ

うなタイプは動作からみた労側負担

の「上半身依存型」といえる。次

に，被験者cはチェーンソーを左右

の手や腕だけで動かし，玉切りをし

ているわけで，このタイプは極端な

「手腕部集中型」といえよう。

2）動作軌跡からの比較

前項の考察は鋸断動作における移

動蝋を単位時間の関係で表現したも

ので，いわば平均化された移動通を

静的断面で示したことになるが，次

に動作のリズムを動的に表現したの

が,図･2である。この図は鋸断開始

から終了までの身体各部の動きをA

は5秒間隔で,B,Cは2秒間隔であ

らわしたものである。

被験者Aの軌跡をみると，身体各

部は同一指向性をもちながら，ほぼ

均等に動いていることがわかる。す

なわち，身体各部は無理のない動作

をしながらスムーズなリズムで動

き，しかも動作による労働負担を身

体各部でバランスよく負担し，さら

に，重量物は体軸近く保持するとい

う人間工学的な注意事項にも合っ

た，合理的な動作のパターンといえ

よう。なお，上述のことを知ること

によって，前項の師的な移動量の結

果が理解できよう。

被験者Bの軌跡をみると，被験者

Aに比べて，身体各部の動きは複雑

で,リズムも乱れている。また,体軸

と作業点の距離が離れているため，

いきおい手腕部が動きの不足を補う

ことになり，したがって,肘や手の動

きが大きくなっている。なお，被験

者Bは体軸と作業点が離れているほ

かに，チェーンソーを鋸断面に強く
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で,簡単ではないが,今後は現場にお

ける観察を中心に,8mmカメラを

用いた動作分析を活用しながら，望

ましい動作パターン（全身分散型）

の内容を明らかにするとともに，動

作と関係が深い要因の中から，当面

は振動障害と労働負担および疲労と

の関係についても校討しながら，得

られた結果を養成研修の中にとり入

れていきたいと考えている。，

（栃木県林業センター）

している。

4．あとがき

被験者3名による以上の

ようなデータから目的とし

た縫成研修のための基準に

なるような動作パターンを

つくることは無理であった

が，あと数例ずつの分析に

よって，おおざっぱなタイ

プ，すなわち，動作からみ

た労働負担の全身分散型，

上半身依存型，手腕部集中

型に分類できるように思わ

れた。

動作分析といっても複雑

被験者C 頭部0

瀞上”20

認ﾙ”
‘異?読蒋2

10

20

－2I

－
，

《
Ⅲ
ｖ
■

２

'2

参考文献1)辻隆道：人間工学から見た林

業労働,宏林タイムス社P.292,昭48.3

2)岡田晃；振動工具の振動伝播につい

て，北方産業術生No.28,昭37

L

③無理な姿勢からくる筋肉の負担を

なくす

④筋力を必要とする場合，作業点と

生体との関係は距離や高さを調節

する

⑤動作は必要最小限度の筋肉にとど

める．．…･･大きな筋力を必要としな

い作業方法を考える

⑥静的な持続的筋肉収縮および緊張

の起こる部分のないようにする

さらに，振動の伝達を少なくする

ための動作として，①ハンドルの保

持はできるかぎり軽く掘ること…･･

強<握ると振動がそれだけ手腕系に

伝わる，②振動の伝達は肘部と機械

の振動方向とのなす角度によって異

なる2)から，腕を真直ぐにするより

は，いくらかでも曲げたほうが振動

の伝達も少なくなる，③玉切位置が

膝の付近にあるときは，その高さに

機械の高さを加えた作業点がちょう

ど体軸にもっとも近くなり，肘関節

も適度に曲げた姿勢となり，振動の

伝達が少なく，圧着力もそんなに必

要とせず，また身体各部の動きもス

ムーズになる，などの点を明らかに

年平均気温推定計算尺

岡上正夫

Z､c＝α－6(中-30｡)-c〃…(1)

ただしα,",c,は月別に定められ

た常数，ｩは緯度，〃は傑荷,Z､‘は

基準温庇である。

観測値Toと回帰式(1)による計算

値すなわち基準温度rcとの差JT(=

To－Tc)を地図に記入し，その全国

的な分布図を作製した｡したがって，

ある地点の月平均気温は，(1)式にそ

の地点の総度・標高を代入し,Tcを

求め，これに4T分布図からその地点

の』Tをよみとり，これをTcに加え

ることによって推定される。(1)式の

備数α,Z),Cは,1月から12月まで各

月別に定められている。著者は計算

の手間を省くために，年平均気温基

準値Taを次の式で求めた。

T"-¥-f(･-30｡)-苦〃
＝19.6-0.89(●-30｡）

-0.0057〃･…(2)

次に全国140カ所の気象台および

測候所の緯艇・高度をそれぞれ(2)式

に代入してTaを求め，実測値T｡"

農林業においては，気象条件を記

載する場合に年平均気温と年平均降

水量で示す例が多い。年降水麓は目

的地に近い気象観測所の観測値が代

用されることが多いが，年平均気温

は，高度が増すにつれて低くなるの

で，最寄りの観測所の観測値で代用

するということができない。観測所

と目的地の標高差に気温減率を乗じ

て，これを観測値から差引くという

手続を必要とする。このようなわず

らわしさを省く目的で，極めて簡単

な年平均気温推定計算尺を試作した

のでここに紹介させていただく。

I年平均気温と，紳度・標高と

の関係

気象庁はさきに技術報告第2号

（1960）で，任意地点の累年月別平

均気温の推定方法を発表した。これ

は全国1,800余カ所の気象観測の累

年月別平均気温を'IBMの計算機

にかけて，月別の月平均気温の緯

度，標高への回帰式(1)を求める。
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平均最高気温十年平均殻低気温）

÷2とTαとの差JTを計算し，その

分布図．lを作った。したがって，

ある場所の年平

＃
図
・
２

職
rg-I61412.lO.8｡6,4,2,0|'P|,1P,!､V,,1F','P､1.1',i,_%f,i:JLJ

’ilililillbll211hllbl'､BI"I#21"!
一

3234363840424446

0.0

均気温は，そこ

の純度・標高を

(2)式に代入して

Z､(Lを求め，こ

れにそこのjT

を分布図からよ

みとって加える

ことにより推定

できる。そこで

(2)式による計算

を簡単にする計図･3 、 一一
_‐盲・・〃。…。”｡｡－‐‐－－｡〃・・｡｡．〃〃．●ローニーー"一一・・・・つ・・．一一‘－－．．－‘・・・．●一一一・・・・・°。。・・一一・-一・・”‘・〃･苧グー＝＝空聖電．．・・三二害二二基麓
一一タグのFFDタタヴターーー伊のび己｡･ﾛﾀ⑧一一一ｸｸﾀp･ｸ｡｡･ターーーク〃幸ゆゅ｡夕･少少一一一”今毎一己｡･･々■一一一卓⑤〃ダダ”タタ■旬一一一クグクタタタっヴク■－－＝二二コ今す”合タクタータェ

こではさらに時差が1時間短くなはなれたピエデラスのポタニカルガ

プエルトリコ短信(1)一デンの敷地内にあり，そこにはブリ，サンチャゴ，チリ，ドミニカ，

畠村良二カナダ大西洋岸等と同じ13時間のエルトリコ大学の農学部や，その他
時差である。途中の機内は観光客でもろもろの森林関係の機関が設置さ

国際協力事業団の長期海外派遣研超満員であったことからも，観光プれている。周囲は様々な木々がおい

修制度に基づき，同時に日本林業技エルl､リコの印象を強くもった。繁っているが，中でも松のまっすぐ

術協会の研修生として，熱帯・亜熱到着と同時に蒸し熱い風を感じ，高く（樹高約23m)伸びているの

帯林業の研究および調査を2年間おヤシの木にはえるまぶしい光を目にが印象的である。これらは40年に

こなうため，1976年3月16日午前受けた。合衆国フォーレス1､、サー満たないということである。また竹

10時,私は羽田空港を飛び立った。ビスの設立による熱帯林業研究所のヤブもある。

途中，アンカレッジで入国手続を済所長，ワーズワース氏が空港で待ち研究所内は通常英語が使われてい

ませ，ニューヨークに着いたのは，受けており，そのまま研究所へ直行るが，日常生活においてはスペイン

同日の午前10時25分（日本時間3した。語が使われる。私はワーズワース氏

月17日午前0時25分）である。約このプエルトリコは人口275万人から研究所の説明を聞いた後，その

14時間かかった。で，面積が約8,800km2で他のカリ日は大学の寮に宿泊した。大学の寮

私は翌日ワシントンで，フォーレブ海諸島と比較してとびぬけて人口といってもホテル形式で1日6ドル

スト．サービスのチーフに会い，了密度が高い。東西178km,南北58かかり，プエルトリコへの臨時の訪

解していることを確認した。この日kmの長方形の島が西経66｡,北紳間者が多く利用するシステムになっ

は特別寒く，コートを着ていない者18.の位置にある。その島の東側にている。

は私1人であったが，それでも桜が大きな山があり，絶えず北東からのこうして私のプエルトリコでの第

満開であった。ダレス空港から市内風のため，それより東はよく雨が降1日目が終わった。明日から研究所

まで約43kmもはなれており，タるようである。全体にじめじめしたへ通うわけだが午前7時30分から

クシーで22ドル取られた。感じがするが，東京の雨季ほどでも午後4時までの勤務時間なので相当

翌18日13時43分にプエルトない。早く起きなければならないだろうと

リコの首都サンフアンに着いた。こ研究所はサンフアンから約15km思いつつ眠りについた。

二二一深＝ごロ”4~一口■再クタタ包毎ゴターーー毎‐ザ●・＝‐←一一一_~~~一Tのタタタターダーグー一一句ロロタ勾卓クーェタ一一一一”毎口ログタグ〃グー一一タタタ〃ヴータタ＝”一一一戸ロローーー今一々一一一
一行年”一々”？'合デーーーーダ令与”ロ〆巧””尿一一一句ご句碑毎夕報復みつ一一一戸御4T毎ヶ穴庁〆年一一■一ヶ”＝ﾛっ一汗々灯F一一一戸〆戸〃毎打一夕””一一一妙で毎迂eTa冠毎ご一－⑥一●々”戸tャ孝幻”可一



算尺図・2を試作した。

Ⅱ計算尺の使用法

目的地の緯度に標高尺の0m線を

あわせる。標高尺の上に目的地の標

高をよみとり，その上の温度尺の目

盛をよめば,T(nが求められる。こ

のTaに分布図で目的地のzITをよみ

とって加えれば年平均気温推定値が

求められる。

なお緯度が等しいところならば，

標高尺を動かすことなく，いろいろ

な標高のTaを容易によみとること

ができる。

図･3は，円形にしたものであっ

て，標高尺と温度尺の位置が入れか

わっているだけのちがいである。

（林試気象研究室長）

－■■一一
一●●ぬー■申巳一○●●ー●｡＊■■■

支部幹事打合せ会から
ID■ロ一色■■ー■●甲一心GeQ■■■■●，■■●0●U■■●■■ー■●●ー■･G1■■●■｡－各□●l■■e甲

去る5月29日，本会会議室にて

43名の参加を得て,会の運営につき

熱心な討議が行なわれました。ここ

にその概要をお,伝えします。

1．本部からの要望その他

①会員の現況報告(14,288名－3

月31日現在)，会員の異動について

は速やかに報告をお願いしたい，会

費納入については5月末納入（分割

の場合は6月末と12月末)，新入会

員の会費については，入会時期によ

り考慮。

②支部交付金については会費の10

％を充当，支部連合大会および支部

活動の補助金はそれぞれ所属会員数

による補助金額が示された。

③研究発表会での賞品等の貧与に

ついては一応の基準を設け，諒解を

得た。

④第2回海外研修旅行についての

アンケートを依頼した。

⑤会員への無償配布図書について，

45

四国の杣

高知の瓶ケ森の

山中で逢った杣で

ある。もちろん手

挽き鋸で木を倒

し,そこで大鋸(お

が）で材にひいて

運びだす仕事をひ

とりでやってい

た。れたことがわかる。

昔は伐木，造材，製材，大工の仕木こりさんたちや山から山に

事をひとりの人でやっていた。それ花の都にゃ縁がなか

を匠（たくみ）といった。杣と大工伐木の仕事はチエン．ソーの時代

の仕事が分かれたのはいつの頃か詳に，昔のま蓑の杣にあったとき，こ

らかではない。東大寺造営のとき造のﾎIII歌の文句が実感としてよみがえ

東大寺司の下に木工所と山作所がでってきた。1人前の杣になるには杣

きたが，匠は山で木を伐り建築もや小屋のかしき（炊事夫）からはじめ
っていた。それが近世に入ってようて10年はかかった｡すぐれた杣に

やく分業するようになったらしい。なると，倒したままの大木を一定の

木挽町，大鋸町などの地名ができた間隔で二カ所切り，足でポオンとけ

のもこの頃からで，町で大鋸や小鋸ると，その部分がすっぽりぬける。

を使って，もっぱら建築を業とするこれは切り口が全く平らで，両方の

ものが巣まるようになったからであ断面が平行でないと，どこかでつか

る。その後江戸時代になると幕府御えてしまう。こう,いった名人芸は話

大工頭がおかれ，そのひとりであっの種にしか残っていないと思ってい

た中井氏のもとには，大工が7,300たが，この杣はそれに近いことを私

人，杣が6,100人いたと記録にのこにみせてくれた。

っている。大工と杣がはっきり分か（本川山田耕作）

一ヘーーワ哩夕 の生；

本年度は諸はんの事情により発刊を

見送りたいとの説明があったが，幹

事の方からは，発刊の強い要望があ

り，留意事項として今後検討するこ

ととなった。

2．支部からの要望事項

事務手続その他会運営について意

見の交換が多々 あった。このほか本

会発行図譜について上述の配布図書

以外に,次のような意見が聞かれた。

「林業手帳｣の製本に難がある一

製本上問題があったので十分改善す

る。会誌「林業技術」に綴穴をあけ

て欲しい－整理上ご不便をおかけ

しているかと思うが，表紙裏に綴穴

を印刷してあるので当分ご利用いた

だきたい（本誌405号奥付ページに

説明があります)。

訂正3月号会員の広場「二次シラス地帯の山腹工について」の中で誤りがあり
●

ましたので訂正いたします。45ページ中段「m2当たり」→「m当たり」



46

協.1凄初うち．ご'き
●

■■｡

◎海外からの研修員の受入れ

（財)交流協会の依頼により，航空

写真撒影研修員として，台湾省農林

庁林務局より第2次研修員2名を受

入れ，つぎのとおり研修中である。

氏名羅天平氏呉祥斌氏

期間自昭和51年6月24日

至昭和51年8月22日

◎部内研究発表会

去る5月24日5階会識室におい

て，協会職員による，技術研究発表

会を実施した。参加者18名，最後

に坂口顧問より，講評があり，問題

点の指摘と今後の研さんへの指導が

行なわれた。

、鳥取県技術研究発表会

6月17日開催。本会より小畠常

務理事が出席，昭和50年度鳥取県

造林コンクール（間伐の部）の入賞

者，東伯町山根洋一氏に対し理事長

より激状賞品を贈呈。

◎講師の派遣について

（1）林業講習所が行なう，捷成研

修専門科の研修生に対し，空中写真

の識師として，技術開発部長代理，

渡辺宏を派遣することにした。

期間6月16日から7月1日まで

（2）国際協力事業団が行なう派遣

前専門家等中期研修のための識師と

して同事業団の依頼により木会より

つぎの者を派遣することにした。

技術開発部長代理波辺宏

7月2日

同上課長代理小原忠夫

7月5日

願問坂口勝美

6月30日7月2日

（3）東京都内の小学校理科担当の

先生方への「森林」についての現地

指導をつぎのとおり行なった。

瀧師主任研究員加藤善忠

L

日時6月26日～27日

場所富士山山麓出席者19名

◎昭和51年度派遣前専門家等中期

研修・農林業専門家一般コース・

受講者決定につし､て

国際協力事業団あて，本会調査部

課長代理，望月繁を推せんしたと

ころ，受識者として決定され，下記

により派遣中である。

受講内容専門的技術・知識，語

学。

期間昭和51年5月17日よ

り7月28日

場所国際協力事業団緬学研

修室東京都新宿区市ケ谷本村町

42経済協力センタービル

◎国際写真測量学会

フィンランドのヘルシソキで開催

される国際写真測量学会に，技術開

発部長代理，渡辺宏を出席させる

ことにした。出張期間7月9日か

ら7月30日まで。

～一一一一ー一一…へハーーーーーーーーーモーー～､

’ ’
ロヨーロッパやアメリカでは異常な

磐さに見舞われているとのこと。気

の早い向きは"世界的な凶作の年か”

などといってるというのに，わが国

では稲作をさせろ，させないで争っ

ている所もあるほどで，余裕？があ

りますね。テレビのCMではないけ

れど，‘なんちゅつたって農業は稲作

ヨ〃チミー”というところに問題が

ある（八木沢）

□「日本映画名作祭」が東京で催さ

れ，仲々の盛況です。音醤効果，映

写効果も今からみると頼りなくみえ

ますが，それがまたタマラナク，字

幕に現われる俳優の名がいっそうの

郷愁をそそります。私にとっては自

分の歩んできた世代（勿論戦後）の

記録の蒐集でもあります。（福ｿi:)

口最近お目にかからなくなったもの

にコッペパンがあります。万事が小

綺鰯になったあおりで，いささか不

細工なコッペ氏はあえなくパージさ

れてしまったのでしょうか。ジャガ

イモだけのコロッケを二つはさんだ

コロッケパンも今ではなつかしい思

出になったようです。（伊藤）

口仕事に疲れると（？）無性に山歩

きに髄れる･ひたすら歩き，山々を

ながめ，沢の流れに心を奪われ，花

を賞で．…･･仕事のことは頭のどこ
●●●

にもない，ましてやとのかわら版の

ことなど微塵も考えないですむ幸せ

を味わえるのです。（寺崎）

ロ梅雨の最中にこういったエアメー

ルはどうだろうか。その①最近フラ

ンスの家庭では部屋をジャングルの

ように観葉植物で飾り立てることが

大流行とか。その②オーストラリア

に滞准中の作家井_lﾆひさし氏による

と「シドニー大学ではイタリア語科

主任教授を弊集中」といった求人広

告が新聞に現われたとか。（畠中）
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「山火事予知ボスター」

図案・標語募集要領

口
応募資格

何の制限もありません。

募集締切期日および送付先

(ｲ）締切期日

昭和51年7月30日

(ﾛ）送付先

東京都千代田区六番町7（〒102）

日本林業技術協会

「山火事予知ポスター図案・標語」係

審査および発表

(ｲ）審査

審査は日木林業技術協会でおこないます。

(画）発表方法

入賞者に直接通知するとともに，会誌「林業技

術」9月号に発表いたします。

1

2

4．入賞

入賞者には，賞状および記念品を贈呈いたしま

す。

］等{簾撞罰蕊謝淵篭霊記
念品

，等{簾蕊：賞fして5,000円程度の記
念品

佳作若干名に記念品

3

ポスター作成

入選作品のうち特に優秀なものは，昭和51年

度本協会作成の山火事予知ポスターとして採用

いたします。

5

作品（例）（昭和50年度ポスター）

ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

１
１

6．作品の要領

（ｲ）要旨

山林火災の危険を広く国民一般に周知させ，山

林火災予防，森林愛謹の必要性を強調したも

の。ただし未発表の創作に限ります。

１
１

用紙の大きさと色彩(丘）用紙の

大きさ

する。

＠油彩

|′1標語（

長さも

鬘と’縦51cm,Wi36cm'とし，たてが

熟’
こと。’
す。｜

結構で｜
協会に’

，水彩，クレヨン，何でも可

山火事予防）については，文語，口語

自由。ただし，山火事予防，森林愛護を

強調した適切なもの。

(=l作品の

(対標語は

褒面にも住所， 氏名を必ず明記のこと。

人何点でも可能です。標語は官制はがきに 1

川
Ⅷ
叶
い
’
一

7．その他

（ｲ）図案，

す。

（ﾛ）応孫作

’'1入選作

帰属す

標語，必ずしも一緒でなくても

応募作品は一切お返ししません。

入選作品の著作権はすべて日本林業技術協会に

社団法人日本林業技術協会 ることとします。
’

－－－－－－－’－－－

一－－－－－－－－－－－－－－一一－－
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丸
田
和
夫
著

灘
蝿
識
驚
片
岡
秀
夫
著
Ａ
５
判
二
七
○
頁
一
、
吾
○
円
一
痂

労
務
管
理
論

林
業
労
働
研
究
会
編
Ｂ
６
判
一
九
○
頁
九
五
○
円
〒
伽

’
岩
手
大
学
教
授
・
船
越
昭
治
編
著
Ａ
５
判
三
二
○
頁
二
、
○
○
○
円
〒
共

森
林
組
合
の
展
開
と
地
域
林
業

林
業
労
働
闘
題
を
考
え
る

ｌ
林
政
審
施
策
部
会
報
告
の
理
解
Ｉ

林
野
庁
計
画
課
編

Ｂ
６
判
九
○
○
円
〒
伽

立
木
幹
材
積
表
寵
驫

北
海
道
大
学
農
学
部
大
金
永
治
。
里
中
聖
一
・
五
十
嵐
恒
夫
編

独
和
和
独
林
業
語
彙

新
書
判
四
○
○
頁
ビ
ニ
ー
ル
ク
ロ
ス
装
頓
二
、
五
○
○
円
〒
伽

山
の
美
し
さ
、
厳
し
さ
、
そ
し
て
恐
し
さ
を
見
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、

あ
な
た
に
、
自
然
と
人
間
の
在
り
よ
う
を
、
根
源
か
ら
問
い
か
け
る
。

軽
妙
で
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
語
り
口
に
よ
っ
て
、
と
き
に
は
軽
俳
な
自

然
保
護
論
へ
の
鋭
い
批
判
を
、
と
き
に
は
愚
直
と
も
い
え
る
山
官
気
質

へ
の
温
い
愛
情
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
い
ま
、
山
を
愛
し
山
と
と
も
に
生

き
る
も
の
が
、
受
け
継
ぎ
、
育
て
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
原
点
を
示
し

た
、
ユ
ニ
ー
ク
な
エ
ッ
セ
イ
集
。

’ １
１’

’

’

1

1

1

B

6

二判
九八
五○
○頁
〒円
200

〒162東京都新宿区
市ケ谷本村町28
ホワイトビル

日本林業調査会
電話（269）3911番
振替東京6-98120番
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原 色
h服

岬

日本林業
雌
哩
Ⅷ
永
粍
樋
脚
永
胸
鑑
勝
惇
唾

９

』

「

I

｜の回。マーー．←や－〆

B6判。
￥2500

P360
一

・丁’60
著者・倉田悟
A4判。P250
￥’3，000

|’～

将剛林潅に丸l'する一般のI剥心が、手作りの味、
11.1のI味などといわれ軸まって＆、ろ。過去にも、
維培・噸航がlul･ぱｵL磯んにイj･なわれたが流行の
ように〃:ち制えてしまった。その蝿山として襖
雑多111支・時代の変化などいるし、ろある力菅、戦培
技術・流通瓶iに|郷する呪地向けの参考,1Fが欠け
てし､たことは大きな蝿111の・つである。本譜は
特剛林溌物につL､ての′腹きた査料として、現地
の振導詩が判1.|蛾したものである。

(ウツギ、タマァジサイ、ガク．
、プｰﾘｰｲ、ノリウッギ、ガクウ、
:ズキ、マノレノミノキ、ノイノミラ、
キノ､ギ、ヌルデ、ヤマウルシ、
コミオ､カエテ罫、ミオ､カエデ、ミ

ニウコギ、ヤマウコギ、ウスギ
ツロヨウラク、レンケッツジ、：
ノツジ、ウンゼンツツジ、サク
，タギ、ムラサキシキプ、ヤマム
寺ｵ､ウツギ､チヨウジガマズキ、．

アジーザイ、ヤ
ツギ、ミヤマ

、カスミーリ勇ク
、ミツ〃ずウシ
:ヤマホオソ、

ヨウラク、ウ
キヨスミミツ

ラツツジ、サ
ラーザーキ、コツ
ニシキウツギ

ヒメウツ

マアジサ
トミズキ
ラ津キノ、
キミコミ

オニウコ
ラジロヨ
ノ寺ツツジ

ワフタギ
ク'ずオ､ウ

ギ、ヌルデ、ヤマウル
オ､カエテ罫、ミオ､カエデ、
ギ、ヤマウコギ、ウス
ウラク、レンゲッツジ
、ウンゼンツツジ、サ
､ムラサキシキプ、ヤマ
ツギ、チヨウジガマズキ

107束京都港区赤坂4－3－5

振棒東京195298･a03(585)0087新刊紹介

第5巻

第1巻から第5巻の総合胃 jl付
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強度・感度・透明度・寸法安定性・製図適性

仕上り、すべてに慶れた製品

強靱性・寸法安定性・平面性・保存性・耐久

性のすぐれだポリエステルフイルムペースの
ケミカルマット加工をした製図用合成紙

、蒸気機関車にも似て、ダイナミックな扱いにも、水
ぬれにも、びくともしない美しい仕上げ。仕事の合理
化スピードアップに御利用下さい。

●本社東京都新宿区新宿2－7-ITELO3(354)0361〒I60
大阪TELO6(772)1412･名古屋TELO52(822)5121

札幌TELOII(631)4421･福岡TELO92(271)0797･覇王TELO488(24〉I255
広島TELO822(61)2902・仙台TELO222(66)0151沖繩TELO988<68>56I2
アメリカきもと（ロスアンゼルス）･スイスきもと（チューリッヒ）

凧株式会社きもと

王
子
製
紙
山
業
史

林
事

Ｂ
５
判
六
七
○
頁
／
￥
六
○
○
○
／
〒
二
八
○

執
筆
者
鈴
木
尚
夫
・
萩
野
敏
雄
中
野
真
人
・
赤
羽
武
・
安
藤

嘉
友
・
村
島
由
直
・
脇
元
裕
嗣
・
飯
田
繁
・
荒
谷
明
日
児

昭
和
三
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
「
王
子
製
紙
社
史
」
は
各
界
か
ら
高
く
評
価

さ
れ
て
い
る
が
、
山
林
事
業
に
つ
い
て
の
叙
述
が
体
系
的
に
な
さ
れ
て
い

な
い
点
が
惜
し
ま
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
こ
う
し
た
点
を
補
う
た
め
に
膨

大
な
資
料
に
塾
づ
き
系
統
的
に
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
王
子
製
紙

山
林
事
業
の
歴
史
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
林
業
発
展
の
縮
図
で
も
あ
る
。

内
容
の
あ
ら
ま
し

写
真
の
部
ｌ
人
物
・
林
相
・
作
業
な
ど
収
録
し
た
写
真
一
六
八
、
こ
れ
だ

け
で
も
山
林
事
業
の
推
移
が
う
か
が
え
る
．

総
説
の
部
Ｉ
内
地
・
北
海
道
・
樺
太
・
朝
鮮
・
沿
海
州
・
満
州
・
南
方
と
、

地
域
別
に
、
し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
関
連
づ
け
て
概
説
し
、
さ
ら
に
社
有
林
経

営
を
加
え
て
、
こ
れ
ら
事
業
の
推
移
と
こ
れ
に
対
応
し
た
業
務
機
構
の
変

遷
を
概
述
し
た
．

各
説
の
部
ｌ
王
子
製
紙
の
創
設
期
／
パ
ル
プ
産
業
成
立
期
／
パ
ル
プ
産
業

発
展
期
／
王
子
・
富
士
・
樺
工
三
社
合
併
成
立
期
／
戦
時
下
／
敗
戦
か
ら

王
子
製
紙
解
体
ま
で
と
、
時
代
区
分
に
よ
っ
て
詳
述
す
る
と
と
も
に
造
林

事
業
の
推
移
を
詳
説
し
た
。

付
録
の
部
Ｉ
基
本
年
表
と
基
礎
統
計

環
境
保
全
と
森
林
規
制

Ａ
５
判
二
五
○
頁
／
￥
二
○
○
○
／
〒
二
○
○

編
著
者
筒
井
辿
夫
執
筆
者
木
村
晴
吉
・
竹
中
譲
・
藤
沢
秀

夫

農
林
出
版
株
式
会
社

〒
一
○
五
東
京
都
港
区
新
橋
五
’
三
三
’
二
／
振
替
東
京
八
○
五

四
三
番

電
話
○
三
（
四
三
二
○
六
○
九
・
三
九
二
二

破れない合成紙

司一＝

破れない第二原図用感光紙

ﾆﾌ廼〃可,男〃ﾛ。
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昭
和
五
十
一
年
七
月
十
日
発

昭
和
二
十
六
年
九
月
四
日
第
三
種
郵
便
物
認
琉
（
毎
月
一
回
十
日
発
行
）

林
業
技
術
第
四
三
号

：
げ
Ｎ
ｊ
Ｊ
口
口
門
騨
且
▽
ｆ
ザ
Ｍ
ｆ

邸
§
．
＃

＃纂技術史

■
り
む

ｂ
守
凸
圧
？
ａ
澄

む
の
「

古

Ｌ
産
や
Ｉ
ｒ
§

０
“
恥
Ⅳ
』

■

一
一
一
辱
季
雲
壁
一
至
参
↑
．

尋

Ｉ
丘
，
貝
酬
洞
Ⅳ
■
＄
骨
関
■
Ｌ
巳
誼
叱
■

ず
、
軋
寸

技
術
史

八 斯 界 擢厳鋤 がの

言霧 局歳 参 し遥での
■

巻 霊威 'ﾘﾏﾌ I
》
』し、

行政上の企画･研究課題の発想・

普及事業の実施･林業教育の教材

など広くご活用下さい。
ゆ

昭和51年5月発売ノ新刊

地方林業編下668ぺー シ'5,000円
〔木曹・秋田・北海道の3地方の林業技術史〕

第2巻
‐
り

既干l」
ぅ
、
Ｊ
、
、
悉
砂
芯
“
叩
・
錘
“
国
．
．
、
漁
』
↓
」
伊

哩
。
Ｄ

〃
宕
母
、
Ｊ
Ｆ
Ｌ

昂
唖
万
・
口
〉

固

弓

誘

全
５
巻

Ｌ
ｒ
ｒ
℃
Ｌ
Ｐ
詞
ロ
・
■
０
日
凶
ｑ
串
６
Ｆ
尾
涙
瞬
・
Ｒ
Ａ
ｇ
‐
℃

第 1巻地方林業編上728ページ6,000円
〔吉野・尾鷲・青梅西川・智頭・天竜・日田・芦北の林業技術史〕

第3巻造林編･森林立地編･保誰食用菌編834ページ8,500円

鰯除亨鰄麓熟鯰吻霧食鱒蹴磯蝋史‘1
第4巻経営編・機械作業編・防災編618ページ10,000円

嚇慾鞭撫鱸幾駕史赫蕊織械燕緋土木作塞｝

第…驚鬘
郵便料金の値上')のため，送料は各巻実費を頂戴いたします。なお，5巻
まとめてご注文の際には無料といたします。ご注文は日林協礪業課まで

略

定
価
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